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あいさつ 

 

 健康で心豊かに安心して暮らすことは、私たちの共通の願い

です。人生 100年時代と言われる今日、子どもから高齢者ま

で、すべての方が自分らしく活躍できる社会をつくることが求

められています。 

 本町では、平成 4年に「健康づくりのまち宣言」を行い、

「自分の健康は自分でつくる」を基本理念として推進してまい

りました。 

また、平成 28年には「ハイキングのまち宣言」により、豊かな

自然の中でハイキングを通した健康づくりの推進を行っているところです。そのようなことか

ら、健康づくりの意識が地域に浸透してきていることと思います。 

さらに、本町は、梅、ゆずなどの特産物が豊富であり、特産物を使った食文化も根づいてお

り、食育を推進していく基盤は整っていると感じております。 

今回、「越生町健康増進計画・食育推進計画」を策定することで、本計画が町民一人ひとりの

健康づくりと食育の推進に活用され、皆様が心身ともに健康で活力ある生活を送られることを願

っています。 

今後も「健康で心豊かに安心して暮らせるまち」の実現のため、本計画を推進してまいります

ので、町民の皆様には、引き続き、各種事業に積極的にご参加いただき、ご自身の健康づくりと

食育の推進に励まれますようお願い申し上げます。 

結びに、本計画の策定にあたり、ご協力をいただきました町民の皆様、関係者の皆様に深く感

謝申し上げ、あいさつといたします。 

 

 

令和３年３月 

越生町長 新井康之 
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第１章 計画の概要 

１ 計画の趣旨 

わが国は、生活環境の改善や医学の進歩等により、世界有数の長寿国となりました。一方、生

活習慣病の発症予防や重症化予防が課題となっており、健康寿命（自立した生活を送ることがで

きる期間）の延伸、生活の質（ＱＯＬ＝クオリティ・オブ・ライフ）の向上を実現するための取

り組みの重要性が高まっています。 

本町では、平成４年度に「健康づくりのまち宣言」を行い、健康づくり協力員制度を発足し、

町民と行政が一体となった活動を実践してきました。平成 28年度には全国初の「ハイキングの

まち宣言」を行い、町民の歩くことを通したこころとからだの健康づくりを推進しています。 

これらの従来の取り組みを継続し、「ヘルスプロモーション」の考え方を取り入れ、町民の主

体的な健康づくりとそれらを支援する環境づくりの更なる発展を目指し、越生町健康増進計画・

食育推進計画（以下「本計画」という。）を策定しました。 

 

生活の質（ＱＯＬ）とヘルスプロモーションの考え方 

 生活の質（ＱＯＬ）とは、身体的、精神的、社会的、経済的すべてを含めた生活の質を意味し

ます。「健康」は大切な資源ですが、生きる目的そのものではありません。生活の質（ＱＯＬ）

が向上し、自分らしく豊かな人生を送ることが最終目標（ゴール）です。 

食生活や運動習慣の改善といった健康づくりは個人で行うと負担となり長続きしないことがあ

ります。しかし、家族や地域の人、専門家などのサポートがあると、個人の負担が軽くなり、取

り組みが継続しやすくなります。環境を整え地域全体で生活の質（ＱＯＬ）の向上を目指す、こ

の一連の流れが「ヘルスプロモーション」の考え方です。 
 

 

 

 

 

 

 

引用：藤内／日本保健医療行動科学会雑誌より改変 
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２ 法的位置づけ 

 本計画は、健康増進法第８条第２項に規定する「市町村健康増進計画」及び食育基本法第 18

条第１項に規定する「市町村食育推進計画」に位置づけられ、町民の健康増進や食育の推進に関

する施策を展開するための基本的な事項を定めるものです。 

 

 

３ 計画の位置づけ 

本計画は、「健康日本２１（第２次）」及び「第３次食育推進基本計画」に示された国の方針

をはじめ、「埼玉県健康長寿計画（第３次）」及び「埼玉県食育推進計画（第４次）」の内容を

踏まえ、「越生町長期総合計画」など、本計画に関係する諸計画との整合性を図りながら推進し

ます。 

計画の位置づけ 

   国 

 

   県 

 

 

町 

 

 

 

 

健康日本２１（第２次） 

第３次食育推進基本計画 

 

埼玉県健康長寿計画（第３次） 

埼玉県食育推進計画（第４次） 

越生町長期総合計画 

越生町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画 

保健事業実施計画（データヘルス計画）・特定健康診査等実施計画 

越生町子ども・子育て支援事業計画 

越生町障がい者計画・越生町障がい福祉計画・越生町障がい児福祉計画 

越生町いのちを支える自殺対策計画             など 

 

 

越生町健康増進計画・食育推進計画 
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４ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度を初年度とし、令和 12年度を計画目標年度とします。 

 

 

５ 計画の策定経過・推進体制 

本計画の策定に当たっては、令和元年度に、町民の健康観や生活習慣、個人の健康に影響を与

える状況や意識等を把握するため、健康づくりに関するアンケート調査（以下「アンケート調

査」という。）を実施しました。 

また、越生町健康づくり推進協議会、庁内策定委員会で協議を行い、パブリックコメントを実

施しました。 

 

（１） 健康づくりに関するアンケート調査の実施 

対象者 

①住民基本台帳から無作為に抽出した 20歳以上の町民 

②町内保育園・幼稚園に通園している年少児・年長児及び町立小学校に在

籍している小学２年生・４年生・６年生の保護者、町立中学校に在籍して

いる中学２年生 

方法 
対象者のうち①については、無記名式調査票による郵送配布・郵送回収、

②については各所属を通して配布・回収 

実施時期 令和２年２月 

回収結果 配布数 1,150件  ・  回収数  733件  ・  回収率 63.7％ 

（２） 越生町健康づくり推進協議会 

各種団体の代表者で構成し、計画の策定並びにその他計画推進に関する事項について協議を行

いました。 

（３） 庁内策定委員会 

本計画を推進する関係各課で構成し、各課で実施する事業について意見交換を行うとともに、

計画策定に関する事項について検討しました。 

（４） パブリックコメントの実施 

広く町民から意見を求めるため、令和３年２月 12日から３月５日までの期間に、本町のホー

ムページに掲載するなど内容を公表し、パブリックコメント（意見公募手続）を実施しました。 
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（５） 推進体制 

 本計画の推進にあたっては、関係機関･関係団体及び庁内関係各課と連携し、横断的に施策に

取り組むとともに、町民の意見や参画を積極的に得ることにより、計画の着実な実施と推進を図

ります。 

６ 計画の進行管理 

（１） 進行管理 

 本計画はＰＤＣＡサイクルを取り入れ、総合的かつ計画的に推進していきます。法改正など社

会状況の変化があった場合は、随時、内容を見直すこととします。 

 

 

ＰＤＣＡサイクルによる進行管理  

計画（Plan）を立て、それを実行（Do）し、その結果を評価（Check）して、見直し

（Action）を行うという一連の流れを確立し、計画に進行管理と評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（２） 総合評価 

 計画の最終年度である令和12年度には最終評価を行い設定した目標の達成状況を把握し、次に

目指していくべき方向性を検証し、次の計画づくりに反映させていきます。 

 

実行（Do） 

（事業展開・実施） 

計画（Plan） 

（計画策定） 

評価（Check）     

（進捗の確認・評価） 

見直し（Action） 

（課題への対応） 

越生町健康増進計画 

食育推進計画 
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第２章 越生町の現状 

１ 町の概況 

（１） 人口構造の状況 

ア 人口・世帯数の推移 

令和２年１月１日現在の総人口は 11,567人で、平成 28年の 12,093人から５年間で 526人の

減少となっています。また、世帯数は 5,117世帯で、平成 28年の 4,945世帯からは 172世帯の

増加となっています。 

人口が減少している一方で、世帯数が増加していることから、１世帯当たりの平均人員は減少

しており、平成 28年の１世帯当たり 2.4人から令和 2年には１世帯当たり 2.3人となっていま

す。 

人口・世帯数の推移 （各年 1月 1日現在）    

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民課      

 

 

 

 

 

 

（単位：人） 
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イ 年齢３区分別人口構成比と高齢化率の推移 

本町の年齢３区分別人口構成をみると、年少人口（０～14歳）、生産年齢人口（15～64歳）

が減少し、高齢者人口（65歳以上）が増加しています。特に、高齢者人口は令和２年では

35.3％となり、概ね３人に１人以上が 65歳以上の高齢者となっています。本町ではすでに超高

齢社会に突入しています。 

年齢３区分別人口構成比（各年１月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

資料：町民課 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：％） 
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高齢化率の推移（各年１月１日現在）  

 

 

資料：町民課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

超高齢社会 

高齢化の進行具合により、高齢化社会、高齢社会、超高齢社会に分類されています。65歳以上の人口

が、全人口に対して７％を超えると高齢化社会、14％を超えると高齢社会、21％を超えると超高齢社会

と呼ばれます。 

 

（単位：％） 
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ウ 人口ピラミッド 

令和２年の人口ピラミッドをみると、男女ともに、65歳～69歳が最も多く、次いで 70歳～

74歳が多くなっています。一方で、０歳～４歳、５歳～９歳については、10年前の平成 23年

と比べ男女合計で 870人から 573人と大きく減少しています。 

人口ピラミッド（各年１月１日現在） 

 

  平成 23年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 2年 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       資料：越生町月別人口表 

（単位：人） 
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エ 自然動態の推移 

本町では、出生率(人口千対)は一貫して国や県を下回っている一方、死亡率(人口千対)は国や

県を上回っています。過去５年間いずれにおいても死亡数が出生数を上回る自然減の状態が続い

ています。 

 

                自然動態推移              （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               資料：埼玉県の人口動態概況 
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出生率（人口千対）推移                

 

                               資料：埼玉県の人口動態概況 

 

 死亡率（人口千対）推移 

 

                                  資料：埼玉県の人口動態概 

人口千対の率とは 

出生率や死亡率は、人口千対の率で表しています。これは、1,000人の人口集団での発生比率のこと

をいいます。例えば死亡率(人口千対)では、人口 1,000人あたりで、どのくらいの方が死亡したかを表

しています。 
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（２） 平均寿命と 65歳健康寿命 

平成 30年の平均寿命は、男性は 79.89歳、女性は 86.77歳で、いずれも県を下回っていま

す。また、平成 22年と比較すると、男性では 2.19歳、女性では 1.19歳長くなっています。 

平成 30年の 65歳健康寿命は、男性は 17.25年、女性は 19.93年で、いずれも県を下回ってい

ます。 

               平均寿命比較             （単位：歳）

    
                            資料：埼玉県衛生研究所   

 

          

      65歳健康寿命の推移（平成 21年～平成 30年）     （単位：年） 

 

 

           県と比較した比較表を入れる 

 

 

資料： 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県衛生研究所 
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埼玉県の 65歳健康寿命の算出方法 

埼玉県では、65歳の方が自立した生活を送ることができる期間を健康寿命として独自に算出

しています。具体的には 65歳から要介護２以上になるまでの平均的な年数です。 
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（３） 疾病等の状況 

ア 40歳以上の死因順位 

平成 26年から平成 30年の 40歳以上 74歳以下の死因順位は、悪性新生物、心疾患(高血圧

性を除く)、脳血管疾患、肺炎の順に、75歳以上の死因順位は、悪性新生物、心疾患(高血圧性

を除く)、肺炎、脳血管疾患の順になっています。 

40歳以上の死因順位         

(平成 26年～30年）         40歳～74歳の死因順位(平成 26年～30年）              

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

75歳以上の死因順位(平成 26年～30年）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県衛生研究所 

 

悪性新生物とは 

「悪性腫瘍」のことで「がん」とも呼ばれます。臓器などにできるがん、骨や筋肉にできる肉腫、血

液のがんである白血病などが含まれます。 

 

第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

第7位

第8位

ウイルス性肝
炎

糖尿病

2.1% 1.5%

大動脈瘤及び
解離

慢性閉塞性肺
疾患

2.1% 1.5%

その他 その他

21.8% 22.2%

15.5% 21.5%

脳血管疾患 肺炎

7.8% 10.8%

肺炎 脳血管疾患

5.2% 8.4%

自殺 老衰

4.1% 6.3%

腎不全 腎不全

3.6% 2.8%

40～74歳 75歳以上

悪性新生物 悪性新生物

37.8% 25%

心疾患（高血圧性

を除く）

心疾患（高血圧性

を除く）
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イ 医療費の状況 

本町の国民健康保険における令和元年度の入院・外来別に見た疾病別医療費は、入院では統合

失調症、骨折、大動脈瘤が多く、同規模（人口や被保険者をもとに保険者規模を分類した区分）

と比較しても医療費が高くなっています。また、外来では、慢性腎臓病（透析あり）、糖尿病、

高血圧症が多く、慢性腎臓病（透析あり）については同規模と比較しても高くなっています。 

    １保険者当たり疾病別医療費（令和元年度）     （単位：円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民課 
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ウ 特定健康診査からみる内臓脂肪症候群の状況 

本町の令和元年度の国民健康保険における特定健康診査結果有所見率では、脂質、血圧、血

糖、腹囲、メタボ(メタボリックシンドローム)該当者、メタボ(メタボリックシンドローム)予備

軍の項目で県と比べて低くなっていますが、ＢＭＩは県と比べて高くなっています。 

 特定健康診査結果有所見率（令和元年度）       （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：町民課  

 

 

 

 

 

メタボ (メタボリックシンドローム)とは 

内臓脂肪症候群のことで、内臓脂肪型肥満に高血圧、脂質異常、高血糖などの異常が重なって、将来

的に心筋梗塞や脳卒中を起こすリスクが高まっている状態をいいます。 

 

ＢＭＩ（body mass index）とは 

ボディマス指数。肥満度を表す指標として国際的に用いられている体格指数で、[体重(kg）]÷[身長

(m)の２乗]で求められます（身長は、cmではなく、mで計算します）。肥満の判定基準は国により異な

り、日本肥満学会の定めた基準では、18.5未満が低体重（やせ）、18.5以上 25未満が普通体重、25以

上の場合を肥満とし、22になるときの体重が標準体重とされています。 
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（４） 健（検）診等の状況 

 ア 乳幼児健康診査受診率 

乳幼児健康診査の受診率は、増減はあるものの、令和元年度には１歳６か月児健康診査

97.7％、３歳児健康診査 100％と高い受診率となっています。しかし、乳児健康診査では、平成

28年度の 100％以降減少傾向となっています。 

            乳幼児健康診査受診率          （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            資料：越生町行政報告 
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イ 幼児一人平均むし歯本数の推移 

１歳６か月児健康診査の一人平均むし歯本数は、平成 29年度までは増加し、平成 30年度以降

減少しています。３歳児健康診査では、平成 27年度以降増加傾向が続いており、一貫して県の

割合を上回っています。 

        １歳６か月児健康診査の一人平均むし歯本数の推移     （単位：本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  資料：母子保健医療推進事業報告 

         

          ３歳児健康診査の一人平均むし歯本数の推移        （単位：本） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 資料：母子保健医療推進事業報告 
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ウ 特定健康診査等受診率・特定保健指導実施率 

本町の国民健康保険における特定健康診査受診率は、平成 29年度まで増加したものの、平成

30年度以降減少傾向にあります。また、後期高齢者医療健康診査受診率は、平成 27年度以降ほ

ぼ横ばいとなっています。 

特定保健指導の実施率は、平成 27年度は県と比べ高い実施率でしたが、平成 28年度以降は県

と比較して同程度の実施率となっています。 

 

               特定健康診査受診率            （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          資料：町民課  

後期高齢者医療健康診査受診率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         資料：町民課  

（単位：％） 
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                 特定保健指導実施率            （単位：％） 

 

 

                         資料 

 

 

 

 

 

 

資料： 町民課 
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エ がん検診 

各種がん検診の受診機会について、胃がん検診（バリウム検査）・肺がん検診・大腸がん検診

は年１回、乳がん検診、子宮頸がん検診は２年に１回と定められています。また、検診対象者の

年齢は、子宮頸がん検診は 20歳以上、他の検診は 40歳以上と定められています。 

本町におけるがん検診の受診率は、いずれの検診においても平成 29年度以降減少傾向にあり

ます。 

 

がん検診受診率の推移             （単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 資料：越生町行政報告 

 

 

 

 

 

がん検診受診率の算定 

平成 28年度から、受診率算定対象年齢を地域保健健康増進事業報告に合わせて算定方法を変更した

ため、平成 28年度以降のグラフとなっています。 

国のがん検診受診率の算定方法と異なり、町のがん検診受診率には職域等での受診は含まれていませ

ん。 
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オ 骨粗しょう症検診 

本町では、30歳以上の男女を対象に年１回、40歳以上の女性を対象に年１回、合計２回骨粗

しょう症検診を実施しています。 

               骨粗しょう症検診受診者数     （単位：人） 

年度 受診者数 異常なし 要指導 要医療 

平成 27年度 258 76 54 128 

平成 28年度 283 90 54 139 

平成 29年度 294 68 63 163 

平成 30年度 268 62 57 149 

令和元年度 278 61 65 152 

資料：越生町行政報告 

  

カ 歯周病検診 

本町では、40歳以上の方を対象に保健センターで実施する集団での歯周病検診のほか、10歳

ごとの節目対象者に対しては、医療機関で実施する個別での歯周病検診を実施しています。 

                歯周病検診受診者数        （単位：人） 

年度 受診者数 異常なし 要指導 要精密検査 

平成 27年度 38 18 7 13 

平成 28年度 40 13 15 12 

平成 29年度 46 21 17 8 

平成 30年度 32 12 11 9 

令和元年度 39 15 17 7 

資料：越生町行政報告 
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２ 健康づくりに関するアンケート調査結果から見た現状 

（１） 栄養・食生活 

ア バランスのとれた食事 

設問：普段、主食・主菜・副菜のそろった食事を食べていますか。 

【幼児】 

主食・主菜・副菜が「３食ともそろっている」が 44.7％、「２食だけそろっている」が 43.4

でした。 

【小学生】 

主食・主菜・副菜が「３食ともそろっている」が 23.3％、「２食だけそろっている」が

56.1％でした。 

【中学生】 

主食・主菜・副菜が「３食ともそろっている」が 51.8％、「２食だけそろっている」が

35.3％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：主食・主菜・副菜がそろった食事は一日何回ありますか。 

【成人】 

主食・主菜・副菜がそろえて食べることが「１日３回」ある割合が 48.3％、次いで「１日２

回」が 32.1％、「１日１回」が 15.9％でした。 
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設問：普段、一日に野菜料理（野菜を主な食材とした料理）を皿数で数えると何皿食べています

か。 

【成人】 

野菜の摂取量について、「１～２皿」が 49.9％、「３～４皿」が 38.1％、「５～６皿」が

6.5％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：塩分をとりすぎないようにしていますか。 

【幼児・小学生・中学生】 

塩分をとりすぎないようにしているかについて、「どちらかといえばしている」が最も多

く、幼児 59.2％、小学生 51.3％、中学生 40％でした。 

【成人】 

塩分をとりすぎないようにしているかについて、「している」が 43.9％で最も多くなってい

ました。 
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設問：外食するときや食品を購入するとき、カロリーや塩分などの栄養成分表示を見ますか。 

【成人】 

栄養成分表示を見るかについて、「あまり見ない」が 36.3％で最も多く、次いで「ときどき

見る」が 28.7％、「いつも見る」が 19.3％でした。  
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イ 規則正しい生活習慣と朝食摂取 

設問：お子さんは、朝食を食べていますか。 

【幼児・小学生・中学生】 

朝食を食べているかについて、「毎日食べる」が最も多く幼児 89.5％、小学生 87.8％、中

学生 89.4％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：普段、朝食を食べていますか。 

【成人】 

普段、朝食を食べているかについて、「ほぼ毎日食べている」が 87.7％と最も多く、次いで

「ほとんど食べていない」が 5.5％、「週 2～3回食べている」が 3.7％でした。     
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設問：お子さんは（中学生の場合あなたは）「早寝」「早起き」「朝ごはん」で、できているも

のはありますか。 

【幼児・小学生・中学生】 

「早寝」「早起き」「朝ごはん」のすべてができていると答えた方は、幼児 30.3％、小学生

38.6％、中学生 15.3％でした。 
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ウ 共食 

設問：家族で食事をする日はどのくらいありますか。 

【幼児・小学生・中学生】 

家族で食事をする日はどのくらいあるかについて、「ほぼ毎日」と答えた方が最も多く、幼

児 78.9％、小学生 81.0％、中学生 65.9％でした。 

【成人】 

家族や友人と食事をする日はどのくらいあるかについて、「ほぼ毎日」が 72.6％と最も多

く、「ほとんど食べていない」が 8.4％、「週１回程度」が 8.1％でした。 
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エ 食育への関心 

設問：食育に関心がありますか。 

【成人】 

食育の関心について、「関心がある」「どちらかといえば関心がある」を合わせると

71.2％、「どちらかといえば関心がない」「関心がない」を合わせると 19.0％でした。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

オ 食品ロス 

設問：残さず食べるようにしていますか。 

【幼児・小学生・中学生】 

残さず食べるようにしているかについて、「している（いつも気をつけている）」は、幼児

76.3％、小学生 62.4％、中学生 89.4％でした。 

【成人】 

残さず食べるようにしているかについて、「している（いつも気をつけている）」が

62.9％、「どちらかといえばしている」が 30.3％でした。 
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カ 食への感謝 

設問：家族で食事をする時、「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしますか。 

【幼児・小学生・中学生】 

食事の時のあいさつを「している」は、幼児 76.3％、小学生 76.2％、中学生 81.2％でし

た。   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしていますか。（気をつけていますか） 

【成人】 

食事の時のあいさつについて、「している（いつも気をつけている）」が 46.5％、「どちら

かといえばしている」が 21.1％、「どちらかといえばしていない」が 19.3％でした。 
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キ 地産地消 

設問：地元の食材を利用していますか。   

【成人】 

地元の食材を利用しているかについて、「利用している」「どちらかといえば利用してい

る」をあわせると 61.1％、「どちらかといえば利用していない」「利用していない」が

36.8％でした。 
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（２） 運動・身体活動 

設問：からだを動かすのは好きですか。 

【幼児・小学生・中学生】 

からだを動かすことが好きかについては、「好き」「どちらかといえば好き」を合わせると

幼児 90.8％、小学生 79.9％、中学生 87.1％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：からだを動かす運動をしていますか。 

【幼児・小学生】 

からだを動かす運動を「よくしている」と回答された方は、幼児 50.0％、小学生 47.6％で

した。 

【中学生】 

からだを動かす運動（部活動やスポーツクラブなど含む）を「よくしている」と回答された

方は 81.2％でした。  
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設問：町で実施しているハイキング大会（七福神めぐりなど）やスポーツ大会（越生町体育祭な

ど）に参加したことがありますか。 

【中学生】 

ハイキング大会や体育祭など町のイベントに参加したことがある中学生は 77.6％でした。 

         

   

 

 

 

 

 

 

 

設問：あなたは、普段の暮らしの中で運動不足を感じていますか。   

【成人】 

運動不足を感じているかについて、「感じている」が 62.4％、「特に感じていない」が

36.8％と半数以上が運動不足を感じていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

設問：今後、健康のために運動を始めたいと思いますか。   

【成人】   

健康のために運動を始めたいかについては、32.6％の方が「すでに行っている」と回答して

いました。   
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設問：あなたは、仕事以外に汗をかくような運動を意識的にしていますか。 

【成人】 

仕事以外に汗をかく運動の実施状況は、「ほぼ毎日行っている」が 9.7％、「週に４～５回

程度」が 5.0％、「週に２～３回程度」が 17.2％、「週１回程度」が 13.8％で、これらを合

わせると 45.7％でした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：あなたが運動やスポーツを始めたり、続けたりするために、どのような条件があればよい

と思いますか。あてはまるものすべてに○印をつけてください。  

【成人】 

運動する上での条件については、「費用がかからない」が 52.0％、「時間が確保できるが

38.6％、「一緒にやり続ける仲間がいる」が 32.1％でした。 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（複数回答） 
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（３） こころの健康 

ア 睡眠と休養 

設問：お子さんはスマートフォンやゲームをしていて、寝る時間が遅くなることがありますか。 

【幼児・小学生・中学生】 

スマートフォンやゲームをしていて寝る時間が遅くなる方は、「ほぼ毎日」「週４～５日」

「週２～３日」を合わせると幼児 19.7％、小学生 43.4％、中学生 53.0％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：学校で眠くなることはありますか。 

【小学生】 

小学生で、学校で「たまに眠くなる」「よく眠くなる」「いつも眠い」を合わせると 51.8％

でした。 
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設問：睡眠時間は足りていると思いますか。 

【中学生】 

睡眠が足りていないと思う方は 51.8％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：あなたは、いつもとっている睡眠で、疲れが十分とれていると思いますか。 

【成人】 

睡眠で疲れがとれたかについて、「あまりとれていない」が 23.2％、「まったくとれていな

い」が 1.8％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

イ ストレスと相談相手 

設問：あなたは、自分なりのストレスの解消方法がありますか。 

【成人】 

自分なりのストレスの解消方法について、「特にない」が 35.8％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：悩みを打ち明け、相談できる相手はいますか。 

【成人】 

相談できる相手について、「いる」が 64.2％、「特にいない」が 30.8％でした。 
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ウ 生きがいと社会参加 

設問：普段の暮らしで生きがいを感じることはありますか。 

【成人】 

普段の暮らしでの生きがいについて、「あまり感じていない」「まったく感じていない」を

合わせると 30.2％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

設問：家庭や仕事、地域で社会的な役割を果たしていると感じていますか。 

【成人】 

家庭や仕事、地域で社会的な役割を果たしていると感じるかについて、「とても感じてい

る」「やや感じている」を合わせると 56.7％でした。 
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（４） 歯・口の健康 

設問：むし歯があるといわれていますか。   

【幼児・小学生・中学生】 

むし歯があるかについて、「ある」と答えた方は、幼児 27.6％、小学生 29.6％、中学生

20.0％でした。 

 
 

設問：歯や歯ぐきのことで困っていることはありますか。あてはまるものすべてに○印をつけて

ください。 

【成人】 

歯や歯ぐきのことで、何らかの困りごとがあると答えた方は 43.1％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（複数回答） 
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設問：歯科医院等で定期的に歯石を取ってもらったり、検診を受けたりしていますか。 

【成人】 

歯科検診の定期的な受診の有無について、「受けている」が 52.5％、「受けていない」が

43.1％でした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：歯周病を指摘されたことがありますか。 

【成人】 

歯周病を指摘されたことがある方は４１.5％でした。 

 

 

 

 

 

        

 

 

設問：歯周病が糖尿病や心筋梗塞など身体の病気に影響及ぼすことを知っていますか。 

【成人】 

歯周病が身体の病気に影響を及ぼすことを知っている方は 62.1％でした。 
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（５） からだの健康 

ア 肥満 

設問：あなた（お子さん）の身長と体重を教えてください。 

【幼児】 

男児、女児ともにふとりすぎの子はいませんでした。男児ではふとりぎみは 2.6％、ややふ

とりすぎは 7.9％でした。女児ではふとりぎみは 2.6％、ややふとりすぎは 2.6％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※肥満度は、厚生労働省の乳幼児身体発育調査（2010）のデータにもとに算出しました。 

 

【小学生】 

男子では軽度肥満が 5.5％、中度肥満が 4.4％でした。女子では軽度肥満が 6.2％、中度肥満

が 1.0％、高度肥満が 3.1％でした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※肥満度は、公益財団法人日本学校保健会「児童生徒等の健康診断マニュアル(平成 27年度改訂版)」

をもとに算出しました。 
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【中学生】 

男子では軽度肥満が 2.4％、中度肥満が 7.1％、高度肥満が 2.4％でした。女子では軽度肥

満が 7.0％、中度肥満が 4.7％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※肥満度は、公益財団法人日本学校保健会「児童生徒等の健康診断マニュアル(平成 27年度改訂版)」

をもとに算出しました。年齢は調査実施の時期（中学２年生の２月）を考慮して 15歳として計算し

ました。 
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イ たばこ 

設問：現在、たばこを吸っていますか。 

【成人】 

「習慣的に吸っている」と回答された方は 13.6％、「以前吸っていたが今は吸っていない」

「習慣的に吸ったことはない」を合わせると、現在吸っていないと答えた方は 83.0％でし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

  

設問：最近１か月の間で、受動喫煙で不快な思いをしたことがありますか。 

【幼児・小学生・中学生】 

最近１か月の間で、受動喫煙で不快な思いをした方は、幼児 2.6％、小学生 9.5％、中学生

43.5％でした。 
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ウ アルコール 

 

設問：あなたは、お酒をどのくらい飲みますか。 

【成人】 

ほぼ毎日飲酒している方は、20.1％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設問：一日に飲む量は全部でどのくらいですか。下の換算表を見てお答えください。 

   日本酒１合（180ml）換算は、ビール中ビン１本（500ml）、ウィスキーダブル（60ml） 

   焼酎 0.5合（90ml）、ワイン２杯（240ml） 

 

【成人】 

飲酒している方の一日の飲酒量は、１合以上飲んでいると回答した方が 55.1％でした。 
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設問：一日当たりの適正な飲酒量は、日本酒換算で 1合程度です。あなたはこのことをご存じで

したか。 

【成人】 

一日当たりの適正な飲酒量を知っていた方は、「知っていた」「なんとなく知っていた」を

合わせると 61.1％でした。 
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エ がん検診 

設問：がん検診を受診する会場はどこですか。 

【成人】 

健康増進法に基づくがん検診（肺がん・胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん）すべてで、

おおよそ半数以上の方が町の検診を利用していました。 
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オ ＣＯＰＤ、フレイル、ＣＫＤの認知度 

設問：あなたは、次の言葉をご存じですか。 

ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患） 

主として長期の喫煙によってもたらされる肺の炎症性疾患で、咳・痰・息切れを伴いな

がら、徐々に呼吸障害が進行していきます。 

フレイル（虚弱、老衰、脆弱） 

加齢とともに心身の活力（運動面・認知面など）が低下し、生活機能が障害され、心身

の脆弱性が出現した状態をいいます。一方、適切な介入・支援（栄養摂取・運動）により、

生活機能を良好な状態に戻すことが可能な時期でもあります。 

ＣＫＤ（慢性腎臓病） 

腎臓の働きが健康な人の 60％以下に低下するか、あるいはタンパク尿が出るといった腎

臓の異常が続く状態を言います。 

 

【成人】 

ＣＯＰＤ、フレイル、ＣＫＤという言葉を知っていると答えた方は、「内容も概ね知ってい

る」、「名前程度は知っている」を合わせると、ＣＯＰＤが 49.6％、フレイルが 40.5％、Ｃ

ＫＤが 50.1％でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラフの構成比（％）について 

小数点第２位を四捨五入したものです。 

端数処理の関係上、構成比（％）の計が 100とならないことがあります。 
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「フレイル・ドミノ」を予防しましょう 

 

食事と口腔機能を維持し（栄養）、意識的にからだを動かし（身体活動）、社会とのつながりを

できるだけ多く持つ（社会参加）こと、この３点がフレイル予防ポイントとなります。 

フレイルを起こす要因はさまざまですが、社会や人とのつながりがりを失ったとき、最初のリ

スクが現れるといわれています。「退職した」「けが等で家から出られなくなった」「家族や友人

との別れ」などをきっかけとして、生活範囲が狭まり、こころが落ち込み、口の健康が保たれなく

なり、栄養状態が悪化し、からだが衰えてしまう恐れがあります。 

できるだけ、早めに対策をして、健康な状態に戻すことが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

引用：飯島勝矢／東京大学高齢社会総合研究機構フレイルハンドブックより改変 
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第３章 計画の基本的考え方 

１ 基本理念 

 本町では、上位計画である「越生町長期総合計画」において、「町民との協働による暮らしや

すさと活力のあるまち」をまちの将来像と定めており、健康・福祉・社会保障の分野では、「健

康で心豊かに安心して暮らせるまち」を基本目標としています。 

 この目標を達成するため、町民一人ひとりが健康に関心を持ち、地域、関係機関、行政それぞ

れが健康意識を高め、連携することで町全体の健康が高まっていくよう、本計画の基本理念を次

のように定めます。 

 

 

【基本理念】 健康で心豊かに安心して暮らせるまち 

  

２ 基本目標 

 本計画では、国の健康増進計画である「健康日本２１（第２次）」で示された５つの「健康の

増進に関する基本的な方向」を、基本目標として取り入れます。 

 

基本目標１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

    生活習慣の改善や社会環境の整備によって達成すべき最終的な目標です。 

基本目標２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底 

    がん、循環器疾患、糖尿病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞生肺疾患）対策を推進します。 

基本目標３ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

    こころの健康、次世代（妊婦や子ども）の健康、高齢者の健康づくりを推進しま

す。 

基本目標４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

    地域のつながりを強化し、助け合いながら健康を守る環境づくりを推進します。 

基本目標５ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活

習慣の改善及び社会環境の改善 

    各生活習慣の改善を図るとともに、健康を守る環境づくりを推進します。 
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３ 計画の体系   

本計画では、基本理念、基本目標のもと、健康目標を設定します。健康目標では、健康づくり

の指標と目標値を設定します。 

なお、健康づくりの指標の現状値は令和元年度値を、目標値は国の「健康日本２１（第２次）」

及び「第３次食育推進基本計画」で示されている数値等を参考に設定しました。 

計画の体系 

基本理念 

健康で心豊かに安心して暮らせるまち 

基本目標 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

２ 生活習慣病の発症予防（生活習慣の改善）と重症化予防の徹底 

３ 社会生活を営むために必要な機能の維持及び向上 

４ 健康を支え、守るための社会環境の整備 

５ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に関する生活習慣の改善

及び社会環境の改善 

健康目標 

１．健康寿命の延伸と 

健康格差の縮小 

健康寿命の延伸を目指します。 

取

組 
○健康目標２～６の取組を実施します。 

 

２．栄養・食生活 

[越生町食育推進計画] 

食を通じた健康づくりと人間形成を目指します。 

取

組 

○健やかなからだを育むために正しい知識を啓発します。 

○食を通じて豊かなこころを育てるための支援をします。 

３．運動・身体活動 

運動を楽しみ、健やかなこころとからだを育みます。 

取

組 

○日頃から、からだを動かす習慣が身につくように支援します。 

○楽しみながら運動できるよう、機会や場の提供をします。 

４．こころの健康 

（睡眠・休養・生きが

い・社会参加を含む） 

がんばりを認め、こころとからだを労わります。 

取

組 

○こころの健康に関する教育を推進します。 

○安心して生活できるよう、相談窓口を充実します。 

○生きがいを持った活動ができるよう支援します。 

５．歯・口の健康 

いつまでも、おいしく食べ、楽しく話せる歯・口を維持します。 

取

組 
○歯と口の健康が保てるよう歯科保健の充実を図ります。 

６．からだの健康 

（たばこ・アルコール

含む） 

健康に関心を持ち、生活習慣病の原因となるものは、最小限にしす。 

取

組 

○からだの健康に関する教育を推進します。 

○疾病の発症予防、早期発見、重症化予防を推進します。 
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第４章 取組の展開 

１ 健康寿命の延伸と健康格差の縮小 

■健康目標１■ 

  健康寿命の延伸を目指します。 

 

（１） 現状と課題  

県では 65歳の方が自立した生活を送ることができる期間を健康寿命としています。 

本町の平成 30年度の 65歳健康寿命は、男性 17.25年、女性 19.93年で、県の男性 17.64年、

女性 20.46年をいずれも下回っています。県と比較すると、男性はは 0.39年、女性は 0.53年の

格差があります。 

本町でも、「健康で心豊かに安心して暮らせるまち」の実現にむけて、地域全体で健康寿命の

延伸を目指していきたいと考えています。 

 

（２） 施策・取組 

健康目標２以降の取り組みを推進することにより、健康寿命の延伸を目指します。 

 

（３） 健康づくりの指標と目標値 

指標 
現状値 

【平成 30年度】  
目標値 

【令和 12年度】 
データソース 

65歳健康寿命 
男性：17.25年 

女性：19.93年 
 

男性：19.70年 

女性：20.43年 

衛生研究所 

健康指標総合ソフト 
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取組の紹介  「健康づくり協力員」 

 健康づくり協力員は、各地区から選出され、健康づくり地区活動などを通して、健康づくりの

普及・啓発活動を行っています。 

健康まつりや健康づくり講演会などで町の健康づくり事業への協力もしています。 

越生町ウォーキングマップは、健康づくり協力員の協力のもと作成され、ウオーキングの推奨

など、健康づくりに活用されています。 

 

 

 

 

 

 

 

越生町健康づくりウオーキングマップ       健康づくり協力員研修会の様子 
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２ 栄養・食生活［越生町食育推進計画］ 

■健康目標２■ 

  食を通じた健康づくりと人間形成を目指します。 

 

（１） 現状と課題 

ア バランスのとれた食事 

主食・主菜・副菜がそろった食事を１日２食以上摂取する人は８～９割いました。野菜の摂取

量は１日５～６皿以上であることが望ましいとされていますが、達成できている人の割合は１割

に満たず低くなっています。また、塩分をとりすぎないようにしている人は７～８割でした。し

かし、カロリーや塩分などの栄養成分表示を見る人の割合は、約５割にとどまっています。 

１日に必要な量の野菜を摂取し、減塩に気をつけて摂取ができるよう、食事に関する正しい知

識の普及・啓発が必要です。 

 

イ 規則正しい生活習慣と朝食摂取 

 ほぼ毎日朝ごはんを食べている人は、約９割いました。また、幼児、小学生、中学生のすべて

で、朝食を食べない理由をとして一番多くあがったのは、「食べる時間がない」ことでした。 

また、「早寝、早起き、朝ごはん」がすべてできている子どもは、幼児、小学生が３～４割い

ますが、中学生は２割以下にとどまっています。子どものうちから生活習慣を整えることは、心

身の成長発達に良い影響を与えるだけでなく、大人になってからの生活習慣病予防に役立つため

重要です。 

 

ウ 共食 

 ほぼ毎日家族や友人と食事をする人は、６～８割いました。食事の楽しさ、豊かな心を育てる

ために、「食育」とともに「共食」の実践をいっそう啓発していく必要があります。 

 

エ 食育への関心 

 食育に関心を持っている人は、約７割いました。毎日の食生活を通じて正しい食習慣や生活リ

ズムを身につけていくよう取り組むことは健全なからだを育むために、必要なことです。食育は

健康づくりの第一歩と言えることから、より一層関心を高めるための働きかけが必要です。 

 

オ 食品ロス 

アンケート調査では、残さず食べるようにしている人は、中学生は約９割と高く、幼児、小学

生、成人では６～７割いました。食品ロスとはまだ食べられるのに捨てられてしまう食品のこと

です。食品ロスを減らすことは、ごみの減量化により環境を守ることや食糧自給率をあげること

などの効果があります。残さずに食べることは「もったいない」と思う日本文化を取り戻し、食

べ物のみならず周りの人やものを大切に思い、尊敬する心も育てる効果が期待できます。 
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カ 食への感謝 

 「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしている人は、幼児、小学生、中学生は７～

８割、成人は約５割いました。生きていくうえで食べることは欠かせない営みであり、動植物に

命をいただき、私たちの命につないでいることや、さまざまな過程、人の関わりを経て私たちは

食べることができていることなどに感謝することは大切です。 

 

キ 地産地消 

 地元の食材を利用している人は、約６割いました。地域で生産されたものを地域で消費するこ

とで、食べ物の関心と知識を深めるとともに、地域農業への貢献、食品の輸送等に伴う経費やエ

ネルギーの軽減など多様な効果が期待できることから、地産地消を推進することは大切です。 

 

 

 

 

 

 

 取組の紹介  「越生町食育の会」 

越生町食育の会は、郷土料理教室やお正月料理教室、子どもフェスティバルや健康まつりなど

のイベント参加、離乳食教室や幼児食教室など保健センター事業の協力などの活動をしていま

す。 

食を通じて地域の健康づくりを行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       健康まつりでの様子（手軽にできるおやつの試食） 
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（２） 施策・取組 

■個人、家庭ができること■ 

○主食・主菜・副菜のそろったバランスのよい食事を心がけましょう。 

○野菜を今より１皿多く食べるようにしましょう。 

○塩分のとりすぎに気をつけましょう。 

○早寝、早起き、朝ごはんなど、規則正しい生活習慣を身につけましょう。 

○ゆっくりよく噛んで、味わって食べましょう。 

○家族や友達と一緒に楽しく食べる機会を持ちましょう。 

○食品表示や生産者表示に興味を持ち、食への関心を高めましょう。 

○食材は食べきれる量を考えて購入しましょう。 

○「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつをしましょう。 

○地元の食材を意識して利用しましょう。 

■町が取り組むこと■ 担当課 

○健やかなからだを育むために正しい知識を啓発します。 

・主食・主菜・副菜を組み合わせた食事や、野菜の摂取量を増やす工

夫、栄養成分表示の見方など、栄養バランスについて伝えます。 

・規則正しい生活習慣を身につけ、食生活のリズムを作るためのアド

バイスをします。 

町民課 

健康福祉課 

子育て支援課 

学務課 

生涯学習課 

○食を通じて豊かな心を育てるための支援をします。 

・家族そろって、楽しい食事になるよう「共食」の大切さを伝えま

す。 

・食育や郷土料理など、食文化を継承する活動を推進します。 

・食品ロスの削減を推進します。 

・地産地消を推進します。 

 

健康福祉課 

子育て支援課 

まちづくり整備課 

学務課 

生涯学習課 

産業観光課 

水道課 
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（３） 健康づくりの指標と目標値 

指標 
現状値 

【令和元年度】  
目標値 

【令和 12年度】 
データソース 

主食・主菜・副菜がそろっ

た食事を１日２食以上摂取

する人の割合 

幼児：88.1％ 

小学生：79.4％ 

中学生：87.1％ 

成人：80.4％ 

 85％以上 

アンケート調査 

１日に野菜を小鉢５皿以上

食べる人の割合 
成人：7.0％  15％ 

塩分をとりすぎないように

気をつけている人の割合 

幼児：80.3％ 

小学生：76.7％ 

中学生：75.3％ 

 成人：74.2％ 

 80％以上 

外食するときや食品を購入

するとき、カロリーや塩分

などの栄養成分表示を見る

人の割合 

成人：48％  60％ 

ほぼ毎日朝ごはんを食べて

いる人の割合 

幼児：89.5％ 

小学生：87.8％ 

中学生：89.4％ 

成人：87.7％ 

 90％以上 

「早寝、早起き、朝ごは

ん」がすべてできている子

どもの割合 

幼児：30.3％ 

小学生：38.6％ 

中学生：15.3％ 
 40％ 

ほぼ毎日家族や友人と食事

をする人の割合 

幼児：78.9％ 

小学生：81.0％ 

中学生：65.9％ 

成人：72.6％ 

 80％以上 

食育に関心を持っている人

の割合 
成人：71.2％  90％ 

残さず食べるようにしてい

る（いつも気をつけてい

る）人の割合 

幼児：76.3％ 

小学生：62.4％ 

中学生：89.4％  
80％以上 

成人：62.9％ 70％ 

「いただきます」「ごちそ

うさま」のあいさつをして

いる（いつも気をつけてい

る）人の割合 

幼児：76.3％ 

小学生：76.2％ 

中学生：81.2％ 

成人：46.5％ 

 90％ 

地元の食材を利用している

人の割合 
成人：61.1％  70％ 
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３ 運動・身体活動 

■健康目標３■ 

  運動を楽しみ、健やかなこころとからだを育みます。 

 

（１）現状と課題 

ア 運動を楽しむ子ども 

 からだを動かすことが好きな子どもは８～９割いました。運動をよくする子どもは、幼児、小

学生は約５割、中学生は約８割いました。また、ハイキング大会や体育祭など、町のイベントに

参加したことがある中学生は約８割いました。 

大人になっても健康なからだを維持するためには、子どものころから運動を楽しいと思える体

験を積み重ねて行くことが大切です。 

 

イ 成人の運動習慣 

 健康のために運動を行っている人は約３割いました。一方で、成人で運動不足を感じている人

は約６割いました。仕事以外に汗をかくような運動をほとんど行っていない人が約５割いまし

た。運動を始めたり、続けたりするためには「費用がかからない」「時間が確保できる」ことを

条件としている人が多いです。 

運動の機会を増やし、定期的にからだを動かすことは生活習慣病の予防となり、生活の質の向

上についても重要となります。費用や時間がなくても、身近なところから簡単に始められる運動

を継続していくことが大事です。 

 

（２） 施策・取組 

■個人、家庭ができること■ 

○ウオーキングやラジオ体操など、自分にあった運動を見つけましょう。 

○日常生活の中で意識的にからだを動かすように心がけましょう。 

○楽しみながら運動をしましょう。 

■町が取り組むこと■ 担当課 

○日頃から、からだを動かす習慣が身につくように支援します。 

・個々にあった運動や日常生活の中でからだを動かすポイントをア

ドバイスします。 

・運動教室や体操教室などを実施します。 

町民課 

健康福祉課 

子育て支援課 

学務課 

生涯学習課 

○楽しみながら運動できるよう、機会や場の提供をします。 

・ハイキング・ウオーキング大会、体育祭、運動会などのイベント

を開催します。 

・ウオーキングなどの運動ができる環境を提供するため、遊歩道や

公園を整備します。 

・住民主体の健康づくり活動や介護予防活動が行われるよう、担い

手の育成や支援を行います。 

総務課 

健康福祉課 

子育て支援課 

産業観光課 

まちづくり整備課 

学務課 

生涯学習課 
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（３） 健康づくりの指標と目標値 

指標 
現状値 

【令和元年度】  
目標値 

【令和 12年度】 
データソース 

からだを動かすことが

「好き」「どちらかとい

えば好き」な子どもの割

合 

幼 児：90.8％ 

小学生：79.9％ 

中学生：87.1％ 

 90％以上 

アンケート調査 

運動をよくする子どもの

割合 

幼 児：50.0％ 

小学生：47.6％ 

中学生：81.2％ 

 

幼 児：60％ 

小学生：60％ 

中学生：80％以上 

運動不足を感じている人

の割合 
成 人：62.4％  50％ 

健康のために運動を行っ

ている人の割合 
成 人：32.6％  40％ 

仕事以外に汗をかくよう

な運動をほとんど行って

いない人の割合 

成 人：52.2％  40％ 

 

 

取組の紹介  「越生町スポーツ推進委員」 

 越生町スポーツ推進委員は、スポーツの推進や健康づくり、体力向上を図るための活動をして

います。 

越生町体育祭や健康まつりなど、町の健康づくり事業への協力を行ったり、町民に対してスポ

ーツの実技指導や助言を行ったりしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康まつりでの様子（生涯スポーツ紹介） 
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４ こころの健康（睡眠・休養・生きがい・社会参加を含む） 

■健康目標４■ 

  がんばりを認め、こころとからだを労わります。 

 

（１）現状と課題 

ア 睡眠と休養 

 スマートフォンやゲームをしていて寝る時間が遅くなる方は、幼児が約２割、小学生が約４

割、中学生約５割と年齢が上がるにつれ割合が高くなっています。学校で眠くなる、睡眠が足り

ていないと思う小・中学生は約５割にのぼり、睡眠不足が生活に影響を与えていると考えられま

す。成長ホルモンの働きを高め、注意力や集中力を向上させ、心身に安定をもたらす睡眠の必要

性について周知・啓発が必要です。 

成人では、４人に１人がいつもとっている睡眠で疲れが十分とれていないと答えています。質

のよい睡眠は、生活リズムを整え心身の健康づくりに役立つことから、睡眠や休養の必要性につ

いて、意識の向上を図ることが必要です。 

 

イ ストレスと相談相手 

自分なりのストレス解消方法がないと感じている人は３割以上いました。また、相談できる相

手が特にいない人は約３割いました。ストレスがあっても誰かに相談したり、相談窓口を活用し

たりできるように、身近で気軽に利用できる相談窓口の提供及び情報提供手段の多様化が必要で

す。 

 

ウ 生きがいと社会参加 

 普段の暮らしで生きがいを感じていない人は約３割いました。また、家庭や仕事、地域で社会

的な役割を果たしていると感じている人は６割に満たない状況です。誰もが趣味や生きがいを持

ち生き生きと地域で暮らせるよう、地域での交流の場を提供し交流を促すことが必要です。 
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（２） 施策・取組 

■個人、家庭ができること■ 

○十分な睡眠をとりましょう。 

○自分なりのストレス解消法を見つけましょう。 

○身近に相談できる人を作りましょう。 

○友達や地域の方との交流を持つようにしましょう。 

■町が取り組むこと■ 担当課 

○こころの健康に関する教育を推進します。 

・良い睡眠や休養の取り方について啓発します。 

・こころの病気についての理解が広がるよう啓発するとともに、ゲート

キーパー養成研修など自殺対策に取り組みます。 

・生活リズムを整えることの大切さや、ストレスとの上手なつきあい 

 方などを啓発します。 

健康福祉課 

子育て支援課 

学務課 

 

○安心して生活できるよう、相談窓口を充実します。 

・子育てに関する情報提供やふれあいの場、仲間づくりを支援します。 

・教育相談、こころの健康相談、電話相談等の充実を図ります。 

総務課 

健康福祉課 

子育て支援課 

学務課 

○生きがいを持った活動ができるよう支援します。 

・地域での助け合いや、交流を促進します。 

総務課 

企画財政課 

健康福祉課 

子育て支援課 

学務課 

生涯学習課 

 

 

取組の紹介  「ゲートキーパー養成研修」 

 本町では、平成 31年 3月に「誰も自殺に追い込まれることのない、生き心地のよいまち」を

目指して、越生町いのちを支える自殺対策計画を策定しました。 

ゲートキーパーとは、自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞き、必要な支援に

つなげ、見守る人のことです。ゲートキーパーの養成や相談体制の充実など、こころの健康づく

りを推進しています。 

  

    

 

 

 

 

埼玉県マスコット「コバトン」 
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（３） 健康づくりの指標と目標値 

指標 
現状値 

【令和元年度】  
目標値 

【令和 12年度】 
データソース 

スマートフォンやゲームで

寝る時間が遅くなる子の割

合 

幼児：19.7％ 

小学生：43.4％ 

中学生：53.0％ 
 

幼児：10％ 

小学生：35％ 

中学生：45％ 

アンケート調査 

学校で眠くなる子の割合 小学生：51.8％  40％ 

睡眠が足りていないと 

思う子の割合 
中学生：51.8％  40％ 

いつもとっている睡眠で、

疲れが十分とれていない人

の割合 

成人：25.0％  15％ 

自分なりのストレス解消方

法がない人の割合 
成人：35.8％  25％ 

相談できる相手がいない人

の割合 
成人：30.8％  20％ 

普段の暮らしで生きがいを

感じていない人の割合 
成人：30.2％  20％ 

家庭や仕事、地域で社会的

な役割を果たしていると感

じている人の割合 

成人：56.7％  65％ 
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５ 歯・口の健康  

 

■健康目標５■ 

  いつまでも、おいしく食べ、楽しく話せる歯・口を維持します。 

 

 

（１）現状と課題 

ア 子どものむし歯 

 令和元年度の一人平均むし歯本数は、１歳６か月児健康診査では 0本ですが、３歳児健康診査

では 1.1本で県の 0.36本を大きく上回っています。また、アンケート調査で「むし歯がある」

と回答した子は２～３割でした。子どものうちから、むし歯予防や適切な受診行動に関する正し

い知識の普及・啓発を行うことが必要です。 

 

イ 成人の歯・口の健康 

 歯や口に何らかの困りごとがある人は約４割いました。また、歯科医院に定期的に通院してい

る人は約５割でした。また、歯周病が糖尿病や心筋梗塞など身体の病気に影響を及ぼすことを知

っている人は約６割いました。 

歯周病は、生活習慣病と密接に関係しており、歯が抜ける原因の第１位でもあります。歯周病

をはじめとした歯と口の健康に関する理解をさらに深めるよう、正しい知識の普及啓発を続けて

いくことが必要です。 

 

 

（２） 施策・取組 

■個人、家庭ができること■ 

○食後や寝る前の歯みがきをしっかり行いましょう。 

○かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯科検診を受けましょう。 

○歯と口の健康が全身の健康と密接に関わっていることを理解しましょう。 

○歯や口によい食生活を心がけましょう。 

■町が取り組むこと■ 担当課 

○歯と口の健康が保てるよう歯科保健の充実を図ります。 

・歯や口の健康を保つために必要な知識を啓発します。 

・歯科検診や歯科教室、歯周病検診を実施します。 

・８０２０運動を推進します。 

健康福祉課 

学務課 

子育て支援課 

 

 

 

８０２０運動とは 

「80歳で 20本以上、自分の歯を残し、何でもよく噛める快適な状態を保とう」という運動です。 
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（３） 健康づくりの指標と目標値 

指標 
現状値 

【令和元年度】  
目標値 

【令和 12年度】 
データソース 

１歳６か月児健診・３歳

児健診におけるむし歯の

本数及び幼児期学童期の

むし歯保有者率 

１歳６か月児 

   ：0本  
１歳６か月児 

   ：0本 

１歳６か月児健康

診査の結果 

３歳児：1.1本  ３歳児：0.5本 
３歳児健康診査の

結果 

幼 児：27.6％ 

小学生：29.6％ 

中学生：20％ 
 

幼 児：17％ 

小学生：19％ 

中学生：10％ 

アンケート調査 

歯周病が糖尿病や心筋梗

塞など身体の病気に影響

を及ぼすことを知ってい

る割合 

成 人：62.1％  72％ 

アンケート調査 

歯科医院に定期的に通院

している人の割合 
成 人：52.5％   60％ 

 

 

取組の紹介 「入間郡市歯科医師会」 

 入間郡市歯科医師会第４支部では、歯と口の健康を守るために地域に根ざした歯科保健活動を

行っています。 

 歯科医院での診療のほか、幼児歯科健診や学校等での歯科検診、町で実施している歯周病検診

など、赤ちゃんから高齢者まで生涯を通じて、健康を守る活動をしています。 

健康まつりでは歯科コーナーを設置し、口腔がん検診・歯みがき指導・フッ化洗口を行い、歯

科保健の普及啓発を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康まつりでの様子（歯科コーナー） 
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６ からだの健康（たばこ・アルコール含む） 

 

■健康目標６■ 

  健康に関心を持ち、生活習慣病の原因となるものは、最小限にします。 

 

 

（１） 現状と課題 

ア 肥満 

 小学生、中学生の肥満は約１割でした。子どもの肥満は将来の生活習慣病に影響を及ぼす恐れ

があると言われています。子どものうちから食事や運動など正しい生活習慣を身につけ、肥満の

予防を図っていく必要があります。 

一方、本町の国民健康保険における特定健康診査受診者の結果では、脂質、血圧、血糖、腹

囲、メタボ（メタボリックシンドローム）該当者及び予備軍のいずれの項目でも、県に比べて低

い結果となっていました。しかし、ＢＭＩは県と比べ高くなっています。 

肥満は、生活習慣病の予防のため重要な指標となり、肥満が健康に及ぼす影響について、引き

続き普及・啓発していくことが必要です。 

 

イ たばこ 

習慣的にたばこを吸っている人は約１割、現在習慣的にたばこを吸っていない人は約８割でし

た。 

また、最近１か月の間で、受動喫煙で不快な思いをした幼児、小学生は１割未満でしたが、中

学生は約４割いました。年齢が上がり、生活圏が広くなるにつれ割合が上がっています。 

国では望まない受動喫煙をなくすことを目標にしており、禁煙や分煙に向けた取り組みが行わ

れています。喫煙や受動喫煙はＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）や、がん、妊婦や子どもの健康に

害があることが知られています。たばこは嗜好品ですが、禁煙を望む人への支援や受動喫煙を防

ぐ対策が必要です。今後も正しい知識の普及や啓発を推進していく必要があります。 

 

ウ アルコール 

 ほぼ毎日飲酒している人は約２割いました。飲酒している人の一日の飲酒量は、１合以上飲ん

でいる人が５割以上いました。また、適正な飲酒量は１合程度ということを知っている人は約６

割いました。このことから、適正な飲酒量を知っているにもかかわらず、飲みすぎてしまう人が

いる可能性が考えられます。 

過度な飲酒は、肝臓や胃腸の病気、アルコール依存症や高血圧などの原因となり、注意が必要

です。また、妊婦や授乳中の女性が飲酒することにより、胎児や乳児の健康を害する恐れがあり

ます。今後も適正飲酒や禁酒について、知識の普及や啓発をしていく必要があります 
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エ がん検診 

 がんは日本人の死因の第１位であり、総死亡数の約３割を占めています。本町でも、がんは死

因第１位で総死亡数の約３割を占めています。 

国は「がん対策推進基本計画」に基づき、がん検診の受診率 50％を目指しています。本町の令

和元年度のがん検診受診率は、一番高い乳がん検診でも 14.7％であり、すべてのがん検診におい

て受診率の向上を図る必要があります。 

ただし、国における受診率の算定方法と異なり、町のがん検診の受診率には職域等での受診が

含まれていないため、町民全体に対する正確な受診率の把握は難しいのが現状です。今後も、が

ん検診の必要性や重要性を啓発するとともに、受診勧奨の工夫や受診しやすい体制の整備などを

進めることが重要です。 

 

オ 健康診査 

 令和元年度の国民健康保険における特定健康診査受診率は 40.5％で、特定健康診査等実施計画

の目標受診率 44％には到達していません。 

生活習慣病の早期発見や重症化予防には、年に１回の健康診査は大切です。引き続き未受診者

に対する受診勧奨を行なうことが必要です。 

 

カ ＣＫＤ（慢性腎臓病） 

 ＣＫＤという言葉について、「内容も概ね知っている」と回答した人は約１割でした。 

ＣＫＤは腎臓の異常が続く状態で、生活習慣病が原因のものが多く、進行すると心筋梗塞や脳

卒中の発症頻度が高いといわれています。初期には自覚症状はほとんどなく、自覚症状が現れた

ときにはかなり進行している場合が多いといわれています。将来透析が必要になる可能性があ

り、予防対策はとても重要です。引き続き、生活習慣改善や慢性腎臓病についての正しい知識の

普及啓発が大切です。 

 

キ フレイル（虚弱、老衰、脆弱） 

 フレイルという言葉について、「内容も概ね知っている」人は２割に満たず、半数以上の人が

「聞いたことがない」と答えています。 

フレイルは身体的な虚弱だけではなく、からだとこころと社会性への総合的なアプローチが大

切で、健康寿命の延伸には重要な要素となります。今後もフレイル予防についての取り組む必要

があります。 

 

ク 感染症対策 

 予防接種は、多くの疾病の流行の防止に大きな成果をあげ、感染症による患者の発生や死亡者

の大幅な減少をもたらすなど、わが国の感染症対策上きわめて大きな役割を果たしています。 

本町では、定期予防接種のほか定期外予防接種についても費用の一部助成を実施してきまし

た。引き続き、感染症予防の観点から、予防接種の受診勧奨に取り組む必要があります。また、

感染症予防のための正しい知識の普及や啓発も継続して取り組む必要があります。  
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ケ 薬物乱用防止 

 薬物乱用については、重大な健康被害を及ぼすとともに、生まれてくる子どもに対しても被害

を及ぼすことがわかっています。本町では、小・中学校で、薬物乱用防止教育に取り組んでいる

ほか、住民に対して啓発活動を行っています。 

 薬物乱用の恐ろしさを十分に理解し「絶対にしない」ようにするため、今後も知識の普及啓発

を推進していく必要があります。 

 

 

 

 

 

取組の紹介 「薬物乱用防止」 

 保健センターでは、薬物乱用防止の啓発を行っています。「ゲートウエイドラッグ」という言

葉があります。ある薬物Ａを乱用すると、結果的に次の薬物Ｂの乱用につながりやすくなる場

合、薬物Ａは薬物Ｂ乱用への入り口という意味でゲートウエイドラッグと言われます。未成年者

にとっては、飲酒や喫煙もゲートウエイドラッグとなることから、学校教育でも薬物乱用防止教

育に喫煙や飲酒が含まれています。 

近年ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）が普及し、子どもたちの周りにも多

くの危険があります。未成年者には心身への影響の深刻さから、喫煙や飲酒は法律で禁止されて

います。周りの大人がしっかりと子どもを守ることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  健康まつりでの様子（薬物乱用防止パネルの掲示） 
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（２） 施策・取組 

■個人、家庭ができること■ 

○たばこが健康に与える害を理解し、禁煙及び受動喫煙の防止に努めましょう。 

○適切な飲酒量について理解し、節度ある飲酒を心がけましょう。 

○元気なうちから、健（検）診を受診しましょう。 

○生活習慣病について、正しく理解し、予防に努めましょう。 

○手洗いや換気、咳エチケットなど、感染症予防に努めましょう。 

■町が取り組むこと■ 担当課 

○からだの健康に関する教育を推進します。 

・自主的継続的に、楽しみながら健康づくりができるよう支援します。 

・喫煙が健康に与える影響や受動喫煙防止について、周知・啓発を行い

ます。 

・飲酒が健康に与える影響や適正飲酒について、周知・啓発を行いま

す。 

・薬物乱用防止について、周知・啓発を行います。 

健康福祉課 

学務課 

子育て支援課 

 

○疾病の発症予防、早期発見、重症化予防を推進します。 

・各種健（検）診を実施します。 

・越生町腎臓病・糖尿病重症化予防事業を継続実施します。 

・感染症予防のため予防接種を行い、正しい知識の普及に努めます。 

総務課 

町民課 

健康福祉課 
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（３） 健康づくりの指標と目標値 

指標 
現状値 

【令和元年度】  
目標値 

【令和 12年度】 
データソース 

肥満の割合 

小学生：10.1％ 

中学生：11.8％ 

成人：22.4％ 
 

小学生： 9％ 

中学生：10％ 

成人：21％ 

アンケート調査 
習慣的に喫煙してい

る割合 
成人：13.6％  10％ 

適正な飲酒量を知っ

ている割合 
成人：61.1％  70％ 

がん検診の受診率 

胃 が ん：  7.6％ 

肺 が ん：  9.5％ 

大腸がん ： 10.8％ 

子宮頸がん： 12.3％ 

乳 が ん： 14.7％ 

 
すべての 

がん検診：50％ 

町が実施するがん

検診を受診した人

の割合 

特定健診の受診率 40.5％  60％ 

特定健診・特定保

健指導実施結果報

告 

ＣＫＤの内容も知っ

ている割合 
12.8％  30％ 

アンケート調査 
フレイルの内容も知

っている割合 
14.9％  30％ 

正しい感染症対策を

実践している人の状

況 

未把握  把握する 
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ライフステージに応じた健康づくり 
 養育者と乳幼児期 

０～５歳 

児童・思春期 

６～１９歳 

各時期の特徴 

養育者の意識や習慣に基づき、子

どもの生活習慣や対人関の基礎が作

られます。 

家庭、地域、学校などさまざまな

場面で学び、身体的・精神的に大き

く成長します。 

１ 

栄養・食生活 

［食育推進計画］ 

・素材の味を生かした味つけを工夫

しましょう。 

・家族や友達と一緒に楽しく食べる

機会を持ちましょう。 

・「いただきます」「ごちそうさ

ま」のあいさつをしましょう。 

・早寝・早起き・朝ごはんを心がけ

ましょう。 

・食品や栄養についての知識を高め

ましょう。 

・地域の食文化や食材への関心を高

めましょう。 

・ゆっくりよく噛んで、味わって食

べましょう。 

２ 

運動・身体活動 

 

・からだを使った遊びを楽しみまし

ょう。 

・積極的にからだを動かし、スポー

ツなどを楽しみましょう。 

３ 

休養・こころの健

康 

・家庭内でコミュニケーションをと

りましょう。 

・家庭内でコミュニケーションをと

りましょう。 

・悩みがあったら、誰かに相談しま

しょう。 

・夜更かしせずに、しっかり睡眠を

とりましょう。 

４ 

歯・口の健康 

・歯みがきの習慣を身につけましょ

う。 

・仕上げ磨きをしましょう。 

・歯科検診を受けましょう。 

・歯みがきの習慣を身につけましょ

う。 

・良く噛んで食べましょう。 

・歯科検診を受けましょう。 

５ 

からだの健康 

・妊婦検診・乳幼児健診を受けまし

ょう。 

・受動喫煙に気をつけましょう。 

・妊娠中、授乳中は飲酒しないよう

にしましょう。 

・予防接種を受けましょう。 

・感染症予防のため、手洗い・換

気・咳エチケットなどをしましょ

う。 

 

・学校検診を受けましょう。 

・受動喫煙に気をつけましょう。 

・たばこの害について学びましょ

う。 

・未成年がお酒を飲むことの害につ

いて学びましょう。 

・感染症予防のため、手洗い・換

気・咳エチケットなどをしましょ

う。 
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青・壮年期 

２０～６４歳 

シニア期 

６５歳～ 

就職、結婚、育児など人生の節目があり、職

場や家庭、地域などで大きな役割を担います。 

退職などライフスタイルが大きく変化する

ため、生きがいづくりが大切になります。 

・主食・主菜・副菜のそろった食事を心がけま

しょう。 

・野菜を今より１皿多く食べましょう。 

・塩分のとりすぎに気をつけましょう。 

・食材は食べきれる量を考えて購入しましょ

う。 

・地元の食材を意識して利用しましょう。 

・バランスの良い食事をとり、低栄養に気を

つけましょう。 

・塩分のとりすぎに気をつけましょう。 

・伝統的な料理や食文化を次世代に伝えまし

ょう。 

・食材は食べきれる量を考えて購入しましょ

う。 

・地元の食材を意識して利用しましょう。 

・自分にあった運動を見つけましょう。 

・日常生活の中で意識的にからだを動かすよう

に心がけましょう。 

・楽しみながら運動をしましょう。 

・自分にあった運動を見つけましょう。 

・日常生活の中で意識的にからだを動かすよ

うに心がけましょう。 

・意識して筋力をつけ、転倒を予防しましょ

う。 

・自分なりのストレス解消法を見つけましょ

う。 

・身近に相談できる人を作りましょう。 

・友達や地域の方と交流を持つようにしましょ

う。 

・自分なりのストレス解消法を見つけましょ

う。 

・身近に相談できる人を作りましょう。 

・友達や地域と交流を持つようにしましょ

う。 

・地域活動に積極的に参加しましょう。 

・歯科検診を受けましょう。 
・歯科検診を受けましょう。 

・よく噛んで食べましょう。 

・健（検）診を受けましょう。 

・健（検）診の結果に応じて、必要な検査や治

療、保健指導を受けましょう。 

・たばこは吸わない人への配慮とマナーに気を

つけましょう。 

・お酒は適量を知り、飲み過ぎないように気を

つけましょう。 

・感染症予防のため、手洗い・換気・咳エチケ

ットなどをしましょう。 

 

・健（検）診を受けましょう。 

・健（検）診の結果に応じて、必要な検査や

治療、保健指導を受けましょう。 

・たばこは吸わない人への配慮とマナーに気

をつけましょう。 

・お酒は適量を知り、飲み過ぎないように気

をつけましょう。 

・感染症予防のため、手洗い・換気・咳エチ

ケットなどをしましょう。 
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関連資料 
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１ 越生町健康づくり推進協議会設置要綱 

 （設置） 

第１条 越生町に、越生町健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 （任務） 

第２条 協議会は、町民の生活に密着した総合的な健康づくり対策に関する事項について協議

を行い推進を図る。 

 （組織） 

第３条 協議会は、委員２０名以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

（１） 保健医療の関係者 

（２）関係団体の代表者 

（３）関係行政機関の職員 

 （役員） 

第４条 協議会に会長１名、副会長１名を置く。 

２ 会長は町長とし、副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 （推進委員） 

第５条 協議会の推進を図るため、推進委員を置くことができる。 

 （任期） 

第６条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。 

 （会議） 

第７条 会議は必要と認めるとき会長が招集し、議長となる。 

２ 協議会の議事は出席者の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところとする。 

 （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、保健センターにおいて処理する。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成４年５月２８日から施行する。  
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２ 越生町健康づくり推進協議会名簿 

   職   名 氏   名 

1   越生町長 新井 康之 

2   埼玉県坂戸保健所長 荒井 和子 

3   越生町医師会代表 市川 正之 

4   越生町歯科医師会代表 荒井 洋充 

5   越生町薬剤師会代表 新井 正夫 

6   越生町議会議長 宮島 サイ子 

7   越生町国民健康保険運営協議会会長 町田 貞雄 

8   越生町区長会会長 町田 憲昭 

9   越生町民生委員・児童委員協議会会長 原口 孝幸 

10   越生町たかとりクラブ連合会会長 川端 進 

11   越生町スポーツ推進委員会委員長 岩鼻 昭夫 

12   越生町赤十字奉仕団委員長 渡邉 靜子 

13   越生町健康づくり協力員委員長 金子 典子 

14   越生町食育の会会長 手島 正子 

15   越生町社会福祉協議会事務局次長 坂口 淳 
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３ 越生町健康増進計画・食育推進計画庁内策定委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 越生町健康増進計画・食育推進計画（以下「計画」という。）の策定を円滑に推進するた

め、越生町健康増進・食育推進計画庁内策定委員会（以下「庁内委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 庁内委員会は、次に掲げる事項を所掌し、必要があると認めるときは、町長に意見を述

べることができる。 

（１） 計画の策定、見直し及び推進に関すること。 

（２） その他、健康増進・食育推進のために、必要と認める事項に関すること｡ 

（組織） 

第３条 庁内委員会は、別表１に掲げる者をもって組織し、町長が任命する。 

２ 庁内委員会に委員長及び副委員長を置く。 

３ 委員長は総務課長をもって充てる。 

４ 副委員長は委員長が指名する者をもって充てる。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は会務を総理し、庁内委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（部会） 

第５条 所掌事務に係る必要な事項を検討するため、庁内委員会に部会を置くことができる。 

２ 部会員は別表２に掲げる者をもって充て、町長が任命する。 

３ 部会に部会長を置く。 

４ 部会長は部会員の互選により定め、部会を総理する。 

（会議） 

第６条 庁内委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長になる。 

２ 委員は会議に出席できないときは、代理者を会議に出席させることができる。 

３ 委員長は、必要に応じて町の関係職員及び関係機関の出席を要請することができる。 

（庶務） 

第７条 庁内委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。 

２ 部会の庶務は健康福祉課において処理し、会議の報告を委員長に行う。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、庁内委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定

める。 

 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 
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別表１（第３条関係） 

  

 

別表２（第５条関係） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議会事務局長 

総務課長 

企画財政課長 

税務課長 

会計課長 

町民課長 

健康福祉課長 

子育て支援課長 

産業観光課長   

まちづくり整備課長 

水道課長 

学務課長  

生涯学習課長 

総務課、町民課、健康福祉課、子育て支援課、産業観光課、まちづくり整備課、水道課、学

務課、生涯学習課から必要と認めた職員 
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４ 計画の策定経過 

期   日 内   容 

令和２年 

１月 28日（火） 

令和元年度第 1回越生町健康づくり推進協議会 

・健康増進計画・食育推進計画の策定について 

・アンケート調査の実施について 

・健康増進計画・食育推進計画の策定スケジュールについて 

２月４日（火） 
園長会 

・各園長へアンケート調査の実施についての説明及び協力依頼 

２月５日（水） 
校長会 

・各学校長へアンケート調査の実施についての説明及び協力依頼 

２月６日（木） 
梅園小学校保護者会 

・学校より保護者へアンケート調査の実施についての説明 

２月 12日（水） 

２月 13日（木） 

２月 14日（金） 

越生小学校保護者会 

・学校より保護者へアンケート調査の実施についての説明 

２月 
越生中学校朝の会 

・学校より生徒へアンケート調査の実施についての説明、回答、回収 

３月～５月 アンケート調査票の回収、集計、分析 

８月 19日（水） 

令和２年度第１回越生町健康づくり推進協議会 

・健康づくりに関するアンケート調査結果について 

・越生町健康増進計画・食育推進計画（仮称）策定について 

10月６日（火） 

第１回越生町健康増進計画・食育推進計画庁内策定委員会作業部会 

・越生町健康増進計画・食育推進計画（仮称）策定について 

・健康づくりに関するアンケート調査結果について 

・越生町健康増進計画・食育推進計画（仮称）骨子（案）について 

12月 各課ヒアリング 

令和３年 

１月 15日（金） 

第２回越生町健康増進計画・食育推進計画庁内策定委員会作業部会 

・越生町健康増進計画・食育推進計画（素案）ついて 

１月 25日（月） 
第１回越生町健康増進計画・食育推進計画庁内策定委員会（書面開催） 

・越生町健康増進計画・食育推進計画（素案）ついて 

２月３日（水） 
令和２年度第２回越生町健康づくり推進協議会（書面開催） 

・越生町健康増進計画・食育推進計画（素案）ついて 

２月 12日(金)～

３月５日(金) 

越生町健康増進計画・食育推進計画（素案）にかかるパブリックコメントの

実施 

３月 26日（金） 

令和２年度第３回越生町健康づくり推進協議会（書面開催） 

・越生町健康増進計画・食育推進計画のパブリックコメントの結果について 

・越生町健康増進計画・食育推進計画策定について 
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５ 健康増進法 

健康増進法 
発令    ：平成14年8月2日号外法律第103号 
最終改正：令和1年6月7日号外法律第26号 
改正内容：平成30年7月25日号外法律第78号[令和2年4月1日] 
 
○健康増進法 
〔平成十四年八月二日号外法律第百三号〕 
〔総理・総務・財務・文部科学・厚生労働大臣署名〕 
健康増進法をここに公布する。 
健康増進法 
目次 
第一章 総則（第一条―第六条） 
第二章 基本方針等（第七条―第九条） 
第三章 国民健康・栄養調査等（第十条―第十六条の二） 
第四章 保健指導等（第十七条―第十九条の四） 
第五章 特定給食施設（第二十条―第二十四条） 
第六章 受動喫煙防止 
第一節 総則（第二十五条―第二十八条） 
第二節 受動喫煙を防止するための措置（第二十九条―第四十二条） 
第七章 特別用途表示等（第四十三条―第六十七条） 
第八章 雑則（第六十八条・第六十九条） 
第九章 罰則（第七十条―第七十八条） 
附則 
第一章 総則 
（目的） 
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんが
み、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、
もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 
（国民の責務） 
第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなけ
ればならない。 
（国及び地方公共団体の責務） 
第三条 国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析
及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技
術的援助を与えることに努めなければならない。 
（健康増進事業実施者の責務） 
第四条 健康増進事業実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業（以下「健康増進事業」という。）を積極的に推進
するよう努めなければならない。 
（関係者の協力） 
第五条 国、都道府県、市町村（特別区を含む。以下同じ。）、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を
図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 
（定義） 
第六条 この法律において「健康増進事業実施者」とは、次に掲げる者をいう。 
一 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会 
二 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会 
三 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定により健康増進事業を行う市町村、国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 
四 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の規定により健康増進事業を行う国家公務員共済組合又は国家公務員共済組合連合会 
五 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定により健康増進事業を行う地方公務員共済組合又は全国市町村職員共済組合連
合会 
六 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定により健康増進事業を行う日本私立学校振興・共済事業団 
七 学校保健安全法（昭和三十三年法律第五十六号）の規定により健康増進事業を行う者 
八 母子保健法（昭和四十年法律第百四十一号）の規定により健康増進事業を行う市町村 
九 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）の規定により健康増進事業を行う事業者 
十 高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国
民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団又は後期高齢者医療広域連合 
十一 介護保険法（平成九年法律第百二十三号）の規定により健康増進事業を行う市町村 
十二 この法律の規定により健康増進事業を行う市町村 
十三 その他健康増進事業を行う者であって、政令で定めるもの 
第二章 基本方針等 
（基本方針） 
第七条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針（以下「基本方針」という。）を定めるものとする。 
２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 
一 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 
二 国民の健康の増進の目標に関する事項 
三 次条第一項の都道府県健康増進計画及び同条第二項の市町村健康増進計画の策定に関する基本的な事項 
四 第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項 
五 健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項 
六 食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項 
七 その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項 
３ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。 
４ 厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 
（都道府県健康増進計画等） 
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第八条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県健康増進
計画」という。）を定めるものとする。 
２ 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案して、当該市町村の住民の健康の増進の推進に関する施策についての計画（以下「市町村健
康増進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 
３ 国は、都道府県健康増進計画又は市町村健康増進計画に基づいて住民の健康増進のために必要な事業を行う都道府県又は市町村に対し、予算の範
囲内において、当該事業に要する費用の一部を補助することができる。 
（健康診査の実施等に関する指針） 
第九条 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳（自
らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。）の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実施等に関する指針
（以下「健康診査等指針」という。）を定めるものとする。 
２ 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、総務大臣、財務大臣及び文部科学大臣に協議するも
のとする。 
３ 厚生労働大臣は、健康診査等指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 
第三章 国民健康・栄養調査等 
（国民健康・栄養調査の実施） 
第十条 厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明ら
かにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。 
２ 厚生労働大臣は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所（以下「研究所」という。）に、国民健康・栄養調査の実施に関する事務のうち
集計その他の政令で定める事務の全部又は一部を行わせることができる。 
３ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。）は、その管轄区域内の国民健康・栄養調査の執行に関す
る事務を行う。 
（調査世帯） 
第十一条 国民健康・栄養調査の対象の選定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都
道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。 
２ 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国民健康・栄養調査の実施に協力しなければならない。 
（国民健康・栄養調査員） 
第十二条 都道府県知事は、その行う国民健康・栄養調査の実施のために必要があるときは、国民健康・栄養調査員を置くことができる。 
２ 前項に定めるもののほか、国民健康・栄養調査員に関し必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 
（国の負担） 
第十三条 国は、国民健康・栄養調査に要する費用を負担する。 
（調査票の使用制限） 
第十四条 国民健康・栄養調査のために集められた調査票は、第十条第一項に定める調査の目的以外の目的のために使用してはならない。 
（省令への委任） 
第十五条 第十条から前条までに定めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項
は、厚生労働省令で定める。 
（生活習慣病の発生の状況の把握） 
第十六条 国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で
定める生活習慣病（以下単に「生活習慣病」という。）との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の把握に努めなければならない。 
（食事摂取基準） 
第十六条の二 厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の栄養摂取の改善に向けた自主的な努力を促進するため、国民健康・栄養調査その他の健康の保持
増進に関する調査及び研究の成果を分析し、その分析の結果を踏まえ、食事による栄養摂取量の基準（以下この条において「食事摂取基準」とい
う。）を定めるものとする。 
２ 食事摂取基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい熱量に関する事項 
二 国民がその健康の保持増進を図る上で摂取することが望ましい次に掲げる栄養素の量に関する事項 
イ 国民の栄養摂取の状況からみてその欠乏が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素 
ロ 国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進を妨げているものとして厚生労働省令で定める栄養素 
３ 厚生労働大臣は、食事摂取基準を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 
第四章 保健指導等 
（市町村による生活習慣相談等の実施） 
第十七条 市町村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生
士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相談に応じさせ、及び必要な栄養指導その他の保健指導を行わ
せ、並びにこれらに付随する業務を行わせるものとする。 
２ 市町村は、前項に規定する業務の一部について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認められるものに対し、
その実施を委託することができる。 
（都道府県による専門的な栄養指導その他の保健指導の実施） 
第十八条 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 
一 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 
二 特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。 
三 前二号の業務に付随する業務を行うこと。 
２ 都道府県は、前条第一項の規定により市町村が行う業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置する
保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 
（栄養指導員） 
第十九条 都道府県知事は、前条第一項に規定する業務（同項第一号及び第三号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。）を行う者と
して、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を命ずるものとする。 
（市町村による健康増進事業の実施） 
第十九条の二 市町村は、第十七条第一項に規定する業務に係る事業以外の健康増進事業であって厚生労働省令で定めるものの実施に努めるものとす
る。 
（都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施） 
第十九条の三 都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、その設置
する保健所による技術的事項についての協力その他当該市町村に対する必要な援助を行うものとする。 
（報告の徴収） 
第十九条の四 厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、必要があると認めるときは、第十七条第一項に規定する業務及び第十九条の二に規
定する事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 
第五章 特定給食施設 
（特定給食施設の届出） 
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第二十条 特定給食施設（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをい
う。以下同じ。）を設置した者は、その事業の開始の日から一月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める事項を届け出な
ければならない。 
２ 前項の規定による届出をした者は、同項の厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知
事に届け出なければならない。その事業を休止し、又は廃止したときも、同様とする。 
（特定給食施設における栄養管理） 
第二十一条 特定給食施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、
当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 
２ 前項に規定する特定給食施設以外の特定給食施設の設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定給食施設に栄養士又は管理栄養士を
置くように努めなければならない。 
３ 特定給食施設の設置者は、前二項に定めるもののほか、厚生労働省令で定める基準に従って、適切な栄養管理を行わなければならない。 
（指導及び助言） 
第二十二条 都道府県知事は、特定給食施設の設置者に対し、前条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認める
ときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。 
（勧告及び命令） 
第二十三条 都道府県知事は、第二十一条第一項の規定に違反して管理栄養士を置かず、若しくは同条第三項の規定に違反して適切な栄養管理を行わ
ず、又は正当な理由がなくて前条の栄養管理をしない特定給食施設の設置者があるときは、当該特定給食施設の設置者に対し、管理栄養士を置き、又
は適切な栄養管理を行うよう勧告をすることができる。 
２ 都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた特定給食施設の設置者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特
定給食施設の設置者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
（立入検査等） 
第二十四条 都道府県知事は、第二十一条第一項又は第三項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の
設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を
検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
２ 前項の規定により立入検査又は質問をする栄養指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
第六章 受動喫煙防止 
第一節 総則 
（国及び地方公共団体の責務） 
第二十五条 国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫
煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。 
（関係者の協力） 
第二十六条 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設（敷地を含む。以下この章において同じ。）及び旅客運送事業自動車等の管理権原者
（施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。）その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じな
いよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 
（喫煙をする際の配慮義務等） 
第二十七条 何人も、特定施設及び旅客運送事業自動車等（以下この章において「特定施設等」という。）の第二十九条第一項に規定する喫煙禁止場
所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。 
２ 特定施設等の管理権原者は、喫煙をすることができる場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配
慮しなければならない。 
（定義） 
第二十八条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 
一 たばこ たばこ事業法（昭和五十九年法律第六十八号）第二条第三号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同
法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品をいう。 
二 喫煙 人が吸入するため、たばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙（蒸気を含む。次号及び次節において同じ。）を発生させることをい
う。 
三 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。 
四 特定施設 第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。 
五 第一種施設 多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。 
イ 学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの 
ロ 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎（行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。） 
六 第二種施設 多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。 
七 喫煙目的施設 多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として
政令で定める要件を満たすものをいう。 
八 旅客運送事業自動車等 旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。 
九 旅客運送事業自動車 道路運送法（昭和二十六年法律第百八十三号）による旅客自動車運送事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する
自動車をいう。 
十 旅客運送事業航空機 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）による本邦航空運送事業者（旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の運送を
行うためその事業の用に供する航空機をいう。 
十一 旅客運送事業鉄道等車両 鉄道事業法（昭和六十一年法律第九十二号）による鉄道事業者（旅客の運送を行うものに限る。）及び索道事業者
（旅客の運送を行うものに限る。）並びに軌道法（大正十年法律第七十六号）による軌道経営者（旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の運送を行う
ためその事業の用に供する車両又は搬器をいう。 
十二 旅客運送事業船舶 海上運送法（昭和二十四年法律第百八十七号）による船舶運航事業者（旅客の運送を行うものに限る。）が旅客の運送を行
うためその事業の用に供する船舶（船舶法（明治三十二年法律第四十六号）第一条に規定する日本船舶に限る。）をいう。 
十三 特定屋外喫煙場所 第一種施設の屋外の場所の一部の場所のうち、当該第一種施設の管理権原者によって区画され、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識の掲示その他の厚生労働省令で定める受動喫煙を防止するために必要な措置がとられ
た場所をいう。 
十四 喫煙関連研究場所 たばこに関する研究開発（喫煙を伴うものに限る。）の用に供する場所をいう。 
第二節 受動喫煙を防止するための措置 
（特定施設等における喫煙の禁止等） 
第二十九条 何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める
場所（以下この節において「喫煙禁止場所」という。）で喫煙をしてはならない。 
一 第一種施設 次に掲げる場所以外の場所 
イ 特定屋外喫煙場所 
ロ 喫煙関連研究場所 
二 第二種施設 次に掲げる場所以外の屋内の場所 



 

80 

 

イ 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所 
ロ 喫煙関連研究場所 
三 喫煙目的施設 第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所 
四 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機 内部の場所 
五 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所 
２ 都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所か
らの退出を命ずることができる。 
（特定施設等の管理権原者等の責務） 
第三十条 特定施設等の管理権原者等（管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。）は、当該特定施
設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。 
２ 特定施設の管理権原者等は、当該特定施設の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫煙の中止又は当該喫煙禁止
場所からの退出を求めるよう努めなければならない。 
３ 旅客運送事業自動車等の管理権原者等は、当該旅客運送事業自動車等の喫煙禁止場所において、喫煙をし、又は喫煙をしようとする者に対し、喫
煙の中止を求めるよう努めなければならない。 
４ 前二項に定めるもののほか、特定施設等の管理権原者等は、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な措置をとるよう努めなけれ
ばならない。 
（特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言） 
第三十一条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすること
ができる。 
（特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命令等） 
第三十二条 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第三十条第一項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設
置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は設備の撤去その他当該器具又は設備を喫煙の用に供することができないよ
うにするための措置をとるべきことを勧告することができる。 
２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表するこ
とができる。 
３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた特定施設等の管理権原者等が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理権原者等
に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
（喫煙専用室） 
第三十三条 第二種施設等（第二種施設並びに旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第三十七条第一項第一号におい
て同じ。）の管理権原者は、当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（特定施設等の屋内又は
内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室（次項及び第三項第一号にお
いて「基準適合室」という。）の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。 
２ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により当該第二種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとする
ときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙専用
室標識」という。）を掲示しなければならない。 
一 当該場所が専ら喫煙をすることができる場所である旨 
二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 
三 その他厚生労働省令で定める事項 
３ 第二種施設等の管理権原者は、前項の規定により喫煙専用室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該第二種施
設等の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙専用室設置施設等標識」という。）を掲示しなけ
ればならない。ただし、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙専用室設置施設等標識が掲示されている場合は、この限りでな
い。 
一 喫煙専用室（前項の規定により喫煙専用室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。）が設置されてい
る旨 
二 その他厚生労働省令で定める事項 
４ 喫煙専用室が設置されている第二種施設等（以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。）の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設
等の喫煙専用室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。 
５ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室に立ち入らせてはならない。 
６ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用
室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。 
７ 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の全ての喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないことと
したときは、直ちに、当該喫煙専用室設置施設等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならない。 
（喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する勧告、命令等） 
第三十四条 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなっ
たと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識及び当該喫煙専用室設置施設
等において掲示された喫煙専用室設置施設等標識（喫煙専用室設置施設等に複数の喫煙専用室が設置されている場合にあっては、当該喫煙専用室設置
施設等の全ての喫煙専用室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。）を直ちに除去し、又
は当該喫煙専用室の構造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙専用室の供用を停止することを勧告するこ
とができる。 
２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表すること
ができる。 
３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた喫煙専用室設置施設等の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該管理
権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
（喫煙目的室） 
第三十五条 喫煙目的施設の管理権原者は、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所（特定施
設等の屋内又は内部の場所に限る。）へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基準に適合した室（次項及び第
三項第一号において「基準適合室」という。）の場所を喫煙をすることができる場所として定めることができる。 
２ 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により当該喫煙目的施設の基準適合室の場所を喫煙をすることができる場所として定めようとするとき
は、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙目的室標
識」という。）を掲示しなければならない。 
一 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨 
二 当該場所への二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨 
三 その他厚生労働省令で定める事項 
３ 喫煙目的施設の管理権原者は、前項の規定により喫煙目的室標識を掲示したときは、厚生労働省令で定めるところにより、直ちに、当該喫煙目的
施設の主たる出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識（以下この節において「喫煙目的室設置施設標識」という。）を掲示しなけれ
ばならない。ただし、当該喫煙目的施設の主たる出入口の見やすい箇所に、既に喫煙目的室設置施設標識が掲示されている場合は、この限りでない。 
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一 喫煙目的室（前項の規定により喫煙目的室標識が掲示されている基準適合室をいう。以下この条及び次条において同じ。）が設置されている旨 
二 その他厚生労働省令で定める事項 
４ 喫煙目的室が設置されている喫煙目的施設（以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。）の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が
第二十八条第七号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。 
５ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造及び設備を第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合す
るように維持しなければならない。 
６ 喫煙目的室設置施設（喫煙目的室において客に飲食をさせる営業が行われる施設その他の政令で定める施設に限る。以下この項及び第八項におい
て同じ。）の管理権原者は、帳簿を備え、当該喫煙目的室設置施設の第二十八条第七号の政令で定める要件に関し厚生労働省令で定める事項を記載
し、これを保存しなければならない。 
７ 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、二十歳未満の者を当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室に立ち入らせてはならない。 
８ 喫煙目的室設置施設の管理権原者等は、当該喫煙目的室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該喫煙目的室設置施設が喫煙目的室設置施設である旨を明らかにしなければならない。 
９ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙目的室にお
いて掲示された喫煙目的室標識を除去しなければならない。 
１０ 喫煙目的室設置施設の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目的室の場所を喫煙をすることができる場所としないこととしたと
きは、直ちに、当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫煙目的室設置施設標識を除去しなければならない。 
（喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧告、命令等） 
第三十六条 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第二十八条第七号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施
設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示された喫
煙目的室設置施設標識を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室設置施設が同号の政令で定める要件を満たすまでの間、当該喫煙目的室設置施設の供用を
停止することを勧告することができる。 
２ 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設の喫煙目的室の構造又は設備が前条第一項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認める
ときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室において掲示された喫煙目的室標識及び当該喫煙目的室設置施設において掲示
された喫煙目的室設置施設標識（喫煙目的室設置施設に複数の喫煙目的室が設置されている場合にあっては、当該喫煙目的室設置施設の全ての喫煙目
的室の構造又は設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときに限る。）を直ちに除去し、又は当該喫煙目的室の構
造及び設備が同項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するまでの間、当該喫煙目的室の供用を停止することを勧告することができる。 
３ 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表すること
ができる。 
４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による勧告を受けた喫煙目的室設置施設の管理権原者が、その勧告に係る措置をとらなかったときは、
当該管理権原者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
（標識の使用制限） 
第三十七条 何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室
設置施設標識（以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。）又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。 
一 第二種施設等の管理権原者が第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設等標
識を掲示する場合 
二 喫煙目的施設の管理権原者が第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙目的室設置施設標識
を掲示する場合 
２ 何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。 
一 喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第三十三条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規定により喫煙専用室設置施
設等標識を除去する場合又は第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専
用室設置施設等標識を除去する場合 
二 喫煙目的室設置施設の管理権原者が第三十五条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定により喫煙目的室設置施設
標識を除去する場合又は前条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫
煙目的室設置施設標識を除去する場合 
（立入検査等） 
第三十八条 都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等の喫煙禁止場所におけ
る専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備の撤去その他の受動喫煙を防止するための措置の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定施
設等に立ち入り、当該措置の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
２ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 
３ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
（適用関係） 
第三十九条 第一種施設の場所に第一種施設以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第一種施設の場所としてこ
の章の規定を適用する。 
２ 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している旅客運送事業自動車の内部の場所については、旅客運送事
業自動車に関するこの章の規定を適用する。 
３ 旅客運送事業自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、旅客運送事業
自動車の場所又は旅客運送事業航空機の場所としてこの章の規定を適用する。 
４ 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所に特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、特定施設の
場所としてこの章の規定を適用する。 
５ 特定施設の場所において現に運行している旅客運送事業自動車等の内部の場所については、旅客運送事業自動車等に関するこの章の規定を適用す
る。 
（適用除外） 
第四十条 次に掲げる場所については、この節の規定（第三十条第四項及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。）は、適用しない。 
一 人の居住の用に供する場所（次号に掲げる場所を除く。） 
二 旅館業法（昭和二十三年法律第百三十八号）第二条第一項に規定する旅館業の施設の客室の場所（同条第三項に規定する簡易宿所営業の施設及び
同条第四項に規定する下宿営業の施設の客室（個室を除く。）の場所を除く。） 
三 その他前二号に掲げる場所に準ずる場所として政令で定めるもの 
２ 特定施設等の場所に前項各号に掲げる場所に該当する場所がある場合においては、当該特定施設等の場所（当該同項各号に掲げる場所に該当する
場所に限る。）については、この節の規定は、適用しない。 
３ 特定施設等の場所において一般自動車等（旅客運送事業自動車等以外の自動車、航空機、鉄道車両又は船舶をいう。）が現に運行している場合に
おける当該一般自動車等の内部の場所については、この節の規定は、適用しない。 
（受動喫煙に関する調査研究） 
第四十一条 国は、受動喫煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。 
（経過措置） 
第四十二条 この章の規定に基づき政令又は厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又
は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）を定めることができる。 
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第七章 特別用途表示等 
（特別用途表示の許可） 
第四十三条 販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他内閣府令で定める特別の用途に適する旨の表示（以下「特別用途表
示」という。）をしようとする者は、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 
２ 前項の許可を受けようとする者は、製品見本を添え、商品名、原材料の配合割合及び当該製品の製造方法、成分分析表、許可を受けようとする特
別用途表示の内容その他内閣府令で定める事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。 
３ 内閣総理大臣は、研究所又は内閣総理大臣の登録を受けた法人（以下「登録試験機関」という。）に、第一項の許可を行うについて必要な試験
（以下「許可試験」という。）を行わせるものとする。 
４ 第一項の許可を申請する者は、実費（許可試験に係る実費を除く。）を勘案して政令で定める額の手数料を国に、研究所の行う許可試験にあって
は許可試験に係る実費を勘案して政令で定める額の手数料を研究所に、登録試験機関の行う許可試験にあっては当該登録試験機関が内閣総理大臣の認
可を受けて定める額の手数料を当該登録試験機関に納めなければならない。 
５ 内閣総理大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。 
６ 第一項の許可を受けて特別用途表示をする者は、当該許可に係る食品（以下「特別用途食品」という。）につき、内閣府令で定める事項を内閣府
令で定めるところにより表示しなければならない。 
７ 内閣総理大臣は、第一項又は前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 
（登録試験機関の登録） 
第四十四条 登録試験機関の登録を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理
大臣に登録の申請をしなければならない。 
（欠格条項） 
第四十五条 次の各号のいずれかに該当する法人は、第四十三条第三項の登録を受けることができない。 
一 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくな
った日から二年を経過しないもの 
二 第五十五条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない法人 
三 第五十五条の規定による登録の取消しの日前三十日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であった者でその取消しの日から二年を経過し
ないものがその業務を行う役員となっている法人 
（登録の基準） 
第四十六条 内閣総理大臣は、第四十四条の規定により登録を申請した者（以下この項において「登録申請者」という。）が次に掲げる要件の全てに
適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。 
一 別表の上欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、許可試験は同表の中欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数
が同表の下欄に掲げる数以上であること。 
二 次に掲げる許可試験の信頼性の確保のための措置がとられていること。 
イ 試験を行う部門に許可試験の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。 
ロ 許可試験の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。 
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い許可試験の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。 
三 登録申請者が、第四十三条第一項若しくは第六十三条第一項の規定により許可若しくは承認を受けなければならないこととされる食品を製造し、
輸入し、又は販売する食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第八項に規定する営業者（以下この号及び第五十二条第二項において
「特別用途食品営業者」という。）に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。 
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、特別用途食品営業者がその親法人（会社法（平成十七年法律第八十六号）第八百七十九条第一項に
規定する親法人をいう。）であること。 
ロ 登録申請者の役員（持分会社（会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。）にあっては、業務を執行する社員）に占める特別用途
食品営業者の役員又は職員（過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含む。）の割合が二分の一を超えていること。 
ハ 登録申請者の代表権を有する役員が、特別用途食品営業者の役員又は職員（過去二年間に当該特別用途食品営業者の役員又は職員であった者を含
む。）であること。 
２ 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。 
一 登録年月日及び登録番号 
二 登録試験機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 
三 登録試験機関が許可試験を行う事業所の名称及び所在地 
（登録の更新） 
第四十七条 登録試験機関の登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効
力を失う。 
２ 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 
（試験の義務） 
第四十八条 登録試験機関は、許可試験を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、許可試験を行わなければならな
い。 
（事業所の変更の届出） 
第四十九条 登録試験機関は、許可試験を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、内閣総理大臣に届
け出なければならない。 
（試験業務規程） 
第五十条 登録試験機関は、許可試験の業務に関する規程（以下「試験業務規程」という。）を定め、許可試験の業務の開始前に、内閣総理大臣の認
可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 
２ 試験業務規程には、許可試験の実施方法、許可試験の手数料その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。 
３ 内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が許可試験の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、そ
の試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。 
（業務の休廃止） 
第五十一条 登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、許可試験の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 
（財務諸表等の備付け及び閲覧等） 
第五十二条 登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
（その作成に代えて電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計
算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。）の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第七
十八条第三号において「財務諸表等」という。）を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。 
２ 特別用途食品営業者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は
第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求 
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又
は謄写の請求 
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四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の
請求 
（秘密保持義務等） 
第五十三条 登録試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、許可試験の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 
２ 許可試験の業務に従事する登録試験機関の役員又は職員は、刑法（明治四十年法律第四十五号）その他の罰則の適用については、法令により公務
に従事する職員とみなす。 
（適合命令） 
第五十四条 内閣総理大臣は、登録試験機関が第四十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これ
らの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
（登録の取消し等） 
第五十五条 内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部
若しくは一部の停止を命ずることができる。 
一 第四十五条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 
二 第四十八条、第四十九条、第五十一条、第五十二条第一項又は次条の規定に違反したとき。 
三 正当な理由がないのに第五十二条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 
四 第五十条第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで許可試験を行ったとき。 
五 第五十条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。 
六 不正の手段により第四十三条第三項の登録（第四十七条第一項の登録の更新を含む。）を受けたとき。 
（帳簿の記載） 
第五十六条 登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、許可試験に関する業務に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保
存しなければならない。 
（登録試験機関以外の者による人を誤認させる行為の禁止） 
第五十七条 登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。 
２ 内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験であると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ず
ることができる。 
（報告の徴収） 
第五十八条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができ
る。 
（立入検査） 
第五十九条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳
簿、書類その他の物件を検査させることができる。 
２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 
３ 第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
（公示） 
第六十条 内閣総理大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 
一 第四十三条第三項の登録をしたとき。 
二 第四十七条第一項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。 
三 第四十九条の規定による届出があったとき。 
四 第五十一条の規定による許可をしたとき。 
五 第五十五条の規定により登録試験機関の登録を取り消し、又は許可試験の業務の停止を命じたとき。 
（特別用途食品の検査及び収去） 
第六十一条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に特別用途食品の製造施設、貯蔵施設又は販売施設に立ち入ら
せ、販売の用に供する当該特別用途食品を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において当該特別用途食品を収去させることができる。 
２ 前項の規定により立入検査又は収去をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 
３ 第一項に規定する当該職員の権限は、食品衛生法第三十条第一項に規定する食品衛生監視員が行うものとする。 
４ 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
５ 内閣総理大臣は、研究所に、第一項の規定により収去された食品の試験を行わせるものとする。 
（特別用途表示の許可の取消し） 
第六十二条 内閣総理大臣は、第四十三条第一項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 
一 第四十三条第六項の規定に違反したとき。 
二 当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。 
三 当該許可を受けた日以降における科学的知見の充実により当該許可に係る食品について当該許可に係る特別用途表示をすることが適切でないこと
が判明するに至ったとき。 
（特別用途表示の承認） 
第六十三条 本邦において販売に供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。 
２ 第四十三条第二項から第七項まで及び前条の規定は前項の承認について、第六十一条の規定は同項の承認に係る食品について、それぞれ準用す
る。この場合において、同条第一項中「製造施設、貯蔵施設」とあるのは、「貯蔵施設」と読み替えるものとする。 
（特別用途表示がされた食品の輸入の許可） 
第六十四条 本邦において販売に供する食品であって、第四十三条第一項の規定による許可又は前条第一項の規定による承認を受けずに特別用途表示
がされたものを輸入しようとする者については、その者を第四十三条第一項に規定する特別用途表示をしようとする者とみなして、同条及び第七十二
条第二号の規定を適用する。 
（誇大表示の禁止） 
第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項（次条
第三項において「健康保持増進効果等」という。）について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならな
い。 
２ 内閣総理大臣は、前項の内閣府令を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。 
（勧告等） 
第六十六条 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対
する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすること
ができる。 
２ 内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に
対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
３ 第六十一条の規定は、食品として販売に供する物であって健康保持増進効果等についての表示がされたもの（特別用途食品及び第六十三条第一項
の承認を受けた食品を除く。）について準用する。 
４ 都道府県知事は、第一項又は第二項の規定によりその権限を行使したときは、その旨を内閣総理大臣に通知するものとする。 
（再審査請求等） 
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第六十七条 第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分につ
いての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 
２ 保健所を設置する市又は特別区の長が第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による処分をする権限をその
補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分
につき、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があったときは、当該裁決に不服がある者は、同
法第二百五十二条の十七の四第五項から第七項までの規定の例により、内閣総理大臣に対して再々審査請求をすることができる。 
第八章 雑則 
（事務の区分） 
第六十八条 第十条第三項、第十一条第一項及び第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定により都道府県、保健
所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 
（権限の委任） 
第六十九条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 
２ 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 
３ 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。 
４ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができ
る。 
５ 地方厚生局長又は地方厚生支局長は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、その結果について消費者庁長官に報告するものとす
る。 
第九章 罰則 
第七十条 国民健康・栄養調査に関する事務に従事した公務員、研究所の職員若しくは国民健康・栄養調査員又はこれらの職にあった者が、その職務
の執行に関して知り得た人の秘密を正当な理由がなく漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
２ 職務上前項の秘密を知り得た他の公務員又は公務員であった者が、正当な理由がなくその秘密を漏らしたときも、同項と同様とする。 
３ 第五十三条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
４ 第五十五条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以
下の罰金に処する。 
第七十一条 第六十六条第二項の規定に基づく命令に違反した者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
第七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 
一 第二十三条第二項の規定に基づく命令に違反した者 
二 第四十三条第一項の規定に違反した者 
三 第五十七条第二項の規定による命令に違反した者 
第七十三条 次に掲げる違反があった場合においては、その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰
金に処する。 
一 第五十一条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。 
二 第五十六条の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。 
三 第五十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 
四 第五十九条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 
第七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 
一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 
二 第六十一条第一項（第六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 
第七十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十二条又は前条の違反行為を
したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 
第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。 
一 第三十二条第三項、第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反した者 
二 第三十三条第三項、第三十五条第三項又は第三十七条の規定に違反した者 
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。 
一 第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者 
二 第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者 
第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 
一 第三十五条第六項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 
二 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項
の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 
三 第五十二条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な
理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者 
附 則 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九
条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
〔平成一四年一二月政令三六〇号により、本文に係る部分は、平成一五・五・一から施行。平成一六年六月政令一九七号により、ただし書に係る部分
は、平成一六・八・一から施行〕 
（栄養改善法の廃止） 
第二条 栄養改善法（昭和二十七年法律第二百四十八号）は、廃止する。 
（経過措置） 
第三条 この法律の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）から三月を経過する日までの間
は、第二十条第一項の届出をしないで、引き続きその事業を行うことができる。 
第四条 施行日前にした附則第二条の規定による廃止前の栄養改善法の規定による許可、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この附則に別段
の定めがある場合を除き、この法律の相当の規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。 
（罰則に関する経過措置） 
第五条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 
第六条 前三条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
（検討） 
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定につ
いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
（健康保険法の一部改正） 
第八条 健康保険法の一部を次のように改正する。 
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〔次のよう略〕 
（国民健康保険法の一部改正） 
第九条 国民健康保険法の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（国家公務員共済組合法の一部改正） 
第十条 国家公務員共済組合法の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（印紙税法の一部改正） 
第十一条 印紙税法（昭和四十二年法律第二十三号）の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（登録免許税法の一部改正） 
第十二条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部改正） 
第十三条 国と民間企業との間の人事交流に関する法律（平成十一年法律第二百二十四号）の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（地方公務員等共済組合法の一部改正） 
第十四条 地方公務員等共済組合法の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（私立学校教職員共済法の一部改正） 
第十五条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（学校保健法の一部改正） 
第十六条 学校保健法の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（母子保健法の一部改正） 
第十七条 母子保健法の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（労働安全衛生法の一部改正） 
第十八条 労働安全衛生法の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（老人保健法の一部改正） 
第十九条 老人保健法の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（地方自治法の一部改正） 
第二十条 地方自治法の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（独立行政法人国立健康・栄養研究所法の一部改正） 
第二十一条 独立行政法人国立健康・栄養研究所法（平成十一年法律第百八十号）の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
附 則〔平成一五年五月三〇日法律第五五号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
号に定める日から施行する。 
一・二 〔略〕 
三 〔前略〕附則〔中略〕第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 
〔平成一五年一二月政令五〇四号により、平成一六・二・二七から施行〕 
四・五 〔略〕 
附 則〔平成一五年五月三〇日法律第五六号〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定（「第三十九条」
を「第四十条」に改める部分を除く。）、第六章の章名の改正規定、第三十二条の次に二条を加える改正規定、第三十三条の改正規定、第三十六条の次
に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
〔平成一五年一二月政令五〇二号により、本文に係る部分は、平成一六・二・二七から施行。平成一五年八月政令三四八号により、ただし書に係る部
分は、平成一五・八・二九から施行〕 
（施行前の準備） 
第二条 この法律による改正後の健康増進法（以下「新法」という。）第二十六条第三項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前において
も、その申請を行うことができる。新法第二十六条の八第一項の規定による試験業務規程の認可の申請についても、同様とする。 
（政令への委任） 
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。 
（検討） 
第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定につ
いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
附 則〔平成一七年六月二九日法律第七七号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 
一 〔前略〕附則第四条〔中略〕及び第五十六条の規定 公布の日 
二・三 〔略〕 
（罰則に関する経過措置） 
第五十五条 この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に
対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第五十六条 附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する
経過措置を含む。）は、政令で定める。 
〔平成一七年七月二六日法律第八七号抄〕 
第十二章 罰則に関する経過措置及び政令への委任 
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（罰則に関する経過措置） 
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の
適用については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
附 則〔平成一七年七月二六日法律第八七号〕 
この法律は、会社法〔平成一七年七月法律第八六号〕の施行の日〔平成一八年五月一日〕から施行する。〔後略〕 
附 則〔平成一八年六月二一日法律第八三号抄〕 
沿革 
平成二三年 六月二二日号外法律第七二号〔介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律四条による改正〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 
一 第十条並びに附則第四条、〔中略〕第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日 
二・三 〔略〕 
四 〔前略〕附則第二条第二項、〔中略〕第九十七条から第百条まで〔中略〕の規定 平成二十年四月一日 
五 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、〔中略〕第百一条〔中略〕の規定 平成二十年十月一日 
六 〔略〕 
（罰則に関する経過措置） 
第百三十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前
の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律
の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、
なお従前の例による。 
（処分、手続等に関する経過措置） 
第百三十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。）の規定によってした処分、手続
その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法
律の相当の規定によってしたものとみなす。 
２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がさ
れていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により
手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第百三十三条 附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
附 則〔平成一九年四月二三日法律第三〇号抄〕 
沿革 
平成一九年 七月 六日号外法律第一〇九号〔日本年金機構法附則六六条による改正〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一～二 〔略〕 
三 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、〔中略〕第百十五条から第百十八条まで〔中略〕の規定 日本年金機構法〔平成一九
年七月法律第一〇九号〕の施行の日〔平成二二年一月一日〕 
（罰則に関する経過措置） 
第百四十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規
定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
２ 〔略〕 
（検討） 
第百四十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基
づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
（政令への委任） 
第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 
附 則〔平成一九年七月六日法律第一〇九号抄〕 
沿革 
平成一九年 七月 六日号外法律第一一一号〔厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律附則七条による改正〕 
平成二二年 三月三一日号外法律第一九号〔平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律附則一八条による改正〕 
平成二三年 八月三〇日号外法律第一〇七号〔平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法附則二二条による改正〕 
平成二四年 三月三一日号外法律第二四号〔児童手当法の一部を改正する法律附則三〇条による改正〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日
から施行する。 
一 〔前略〕附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日 
二 〔略〕 
（処分、申請等に関する経過措置） 
第七十三条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。）の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会
保険事務局長又は社会保険事務所長（以下「社会保険庁長官等」という。）がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法
令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方
厚生支局長又は機構（以下「厚生労働大臣等」という。）がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 
２ この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほ
か、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。 
３ この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日
前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規
定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなし
て、この法律の施行後の法令の規定を適用する。 
４ なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又
は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行
後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきも
のとする。 
（政令への委任） 
第七十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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附 則〔平成一九年七月六日法律第一一一号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。 
（政令への委任） 
第八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
附 則〔平成二〇年六月一八日法律第七三号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。 
附 則〔平成二一年六月五日法律第四九号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行の日〔平成二一年九月一日〕から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 附則第九条の規定 この法律の公布の日 
二～六 〔略〕 
（処分等に関する経過措置） 
第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。）の規定によりされた免
許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正
後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。）の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は
通知その他の行為とみなす。 
２ この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行
後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。 
３ この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされてい
ないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみ
なして、新法令の規定を適用する。 
（命令の効力に関する経過措置） 
第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがある
もののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条
第一項の省令としての効力を有するものとする。 
（罰則の適用に関する経過措置） 
第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
附 則〔平成二二年三月三一日法律第一九号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。 
（政令への委任） 
第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
附 則〔平成二三年六月二二日法律第七二号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 〔前略〕第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条〔中略〕及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日 
二 〔略〕 
（罰則に関する経過措置） 
第五十一条 この法律（附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例に
よる。 
附 則〔平成二三年八月三〇日法律第一〇五号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 
（罰則に関する経過措置） 
第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定に
よりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 
第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
附 則〔平成二三年八月三〇日法律第一〇七号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。〔後略〕 
附 則〔平成二四年三月三一日法律第二四号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。〔後略〕 
附 則〔平成二五年六月二八日法律第七〇号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定につ
いては、公布の日から施行する。 
〔平成二七年三月政令六七号により、平成二七・四・一から施行〕 
（経過措置） 
第十六条 この法律の施行前に附則第四条の規定による改正前の食品衛生法、附則第六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正
化に関する法律又は附則第十一条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるもの
は、当該規定によってしたものとみなす。 
（罰則の適用に関する経過措置） 
第十七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 
第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
（検討） 
第十九条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定に
ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
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附 則〔平成二六年五月二一日法律第三八号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕 
〔平成二七年二月政令三四号により、平成二七・四・一から施行〕 
附 則〔平成二六年六月四日法律第五一号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一・二 〔略〕 
三 第一条から第三条まで〔中略〕の規定 平成二十八年四月一日 
四 〔略〕 
（処分、申請等に関する経過措置） 
第七条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。）の施行前にこの法律による改正前の
それぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為（以下この項において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施行の際現にこの法
律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下この項において「申請等の行為」という。）で、この法律
の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後
のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正
後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 
２ この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしな
ければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるものの
ほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続を
しなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 
（罰則に関する経過措置） 
第八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 
第九条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定め
る。 
附 則〔平成二六年六月一三日法律第六七号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。）の施行の日〔平成
二七年四月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日 
二 〔略〕 
（処分等の効力） 
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の規定によってした又はすべき処分、手続そ
の他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。）に相当の規定があ
るものは、法律（これに基づく政令を含む。）に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為
とみなす。 
（罰則に関する経過措置） 
第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に
対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（その他の経過措置の政令等への委任） 
第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令（人事院
の所掌する事項については、人事院規則）で定める。 
附 則〔平成二六年六月一三日法律第六九号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の施行の日〔平成二八年四月一日〕から施行する。 
（経過措置の原則） 
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施
行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 
（訴訟に関する経過措置） 
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこと
とされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの（当該不服申立てが他の不服申立て
に対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の
施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。）の訴えの提起については、なお従前の例による。 
２ この法律の規定による改正前の法律の規定（前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。）により異議申立てが提起された処
分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することが
できないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 
３ 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例に
よる。 
（罰則に関する経過措置） 
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にし
た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（その他の経過措置の政令への委任） 
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
附 則〔平成二九年五月三一日法律第四一号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。 
（政令への委任） 
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
附 則〔平成三〇年七月二五日法律第七八号〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 附則第七条の規定 公布の日 
二 第一条及び附則第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 
〔平成三一年一月政令五号により、平成三一・一・二四から施行〕 
三 第二条並びに附則第五条第一項及び第六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 
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〔平成三一年一月政令五号により、平成三一・七・一から施行〕 
（既存特定飲食提供施設に関する特例） 
第二条 既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から受動喫煙（第三条の規定による改正後の健康増進法（以下「新法」という。）第二
十八条第三号に規定する受動喫煙をいう。附則第五条第一項を除き、以下同じ。）の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動
喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定める日までの間における新法第二十九条第一項第二号、第三十三条及び第三十四条の規定の適
用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 
 

第二十九条第一項第二号イ及び第三
十三条の見出し 

喫煙専用室 喫煙可能室 

第三十三条第一項 一部 全部又は一部 

専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第二項 を専ら喫煙 を喫煙 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第三項 喫煙専用室標識を 喫煙可能室標識を 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識 

第三十三条第三項第一号 喫煙専用室（ 喫煙可能室（ 

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第四項 喫煙専用室が 喫煙可能室が 

この節 この条及び次条 

喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

喫煙専用室の 喫煙可能室の 

第三十三条第五項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

喫煙専用室に 喫煙可能室に 

第三十三条第六項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

喫煙専用室の 喫煙可能室の 

専ら喫煙 喫煙 

喫煙専用室に 喫煙可能室に 

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

第三十三条第七項 喫煙専用室設置施設等の 喫煙可能室設置施設の 

喫煙専用室の 喫煙可能室の 

専ら喫煙 喫煙 

喫煙専用室設置施設等に 喫煙可能室設置施設に 

喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識 

第三十四条の見出し 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 

第三十四条第一項 喫煙専用室設置施設等の 喫煙可能室設置施設の 

喫煙専用室の 喫煙可能室の 

喫煙専用室に 喫煙可能室に 

喫煙専用室標識 喫煙可能室標識 

喫煙専用室設置施設等に 喫煙可能室設置施設に 

喫煙専用室設置施設等標識 喫煙可能室設置施設標識 

喫煙専用室が 喫煙可能室が 

第三十四条第二項及び第三項 喫煙専用室設置施設等 喫煙可能室設置施設 
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２ 前項の「既存特定飲食提供施設」とは、この法律の施行の際現に存する第二種施設（新法第二十八条第六号に規定する第二種施設をいう。）のう
ち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設（次の各号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の
客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。）をいう。 
一 大規模会社（資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える会社をいう。次号において同じ。） 
二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社のうち、次に掲げるもの 
イ 一の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の二分の一以上を有する会社 
ロ 大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二以上を有する会社（イに掲げるものを除く。） 
３ 喫煙可能室設置施設（第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条及び附則第四
条第二項第三号において同じ。）の管理権原者（新法第二十六条に規定する管理権原者をいう。次条第一項及び附則第四条において同じ。）は、前項に
規定する既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならない。 
４ 喫煙可能室設置施設の管理権原者等（新法第三十条第一項に規定する管理権原者等をいう。次項並びに次条第二項及び第三項において同じ。）
は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室
設置施設である旨を明らかにしなければならない。 
５ 都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次条第三項において同じ。）は、この条の規定の施行に必要な限度に
おいて、喫煙可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可能
室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
６ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 
７ 第五項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
８ 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。 
一 第三項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者 
二 第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定によ
る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者 
（指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置） 
第三条 新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等（以下この項並びに次条第一項第一号及び第四号において「第二種施設等」という。）の管理
権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ（新法第二十八条第一号に規定するたばこ（以下この項において「たば
こ」という。）のうち、当該たばこから発生した煙（蒸気を含む。）が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣
が指定するものをいう。以下この項において同じ。）のみの喫煙（新法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。）をすることができる場所として定め
ようとする場合における当該第二種施設等についての新法第二十九条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、この法律の公布の
際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 
 

第二十九条第一項第二号イ及び第五
号並びに第三十三条の見出し 

喫煙専用室 指定たばこ専用喫煙室 

第三十三条第一項 たばこ 指定たばこ（たばこのうち、当該たばこから発生した煙
が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでない
たばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下
この項において同じ。） 

専ら喫煙 喫煙（指定たばこのみの喫煙をいう。以下この条におい
て同じ。） 

第三十三条第二項 を専ら喫煙 を喫煙 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

第三十三条第二項第一号 専ら喫煙 喫煙 

第三十三条第三項 喫煙専用室標識を 指定たばこ専用喫煙室標識を 

この節 この条及び次条第一項 

喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 

第三十三条第三項第一号 喫煙専用室（ 指定たばこ専用喫煙室（ 

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

第三十三条第四項 喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が 

この節 この条及び次条 

喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

第三十三条第五項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に 

第三十三条第六項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

専ら喫煙 喫煙 

喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に 
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喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

第三十三条第七項 喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の 

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

専ら喫煙 喫煙 

喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に 

喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 

第三十四条の見出し 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

第三十四条第一項 喫煙専用室設置施設等の 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の 

喫煙専用室の 指定たばこ専用喫煙室の 

喫煙専用室に 指定たばこ専用喫煙室に 

喫煙専用室標識 指定たばこ専用喫煙室標識 

喫煙専用室設置施設等に 指定たばこ専用喫煙室設置施設等に 

喫煙専用室設置施設等標識 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 

喫煙専用室が 指定たばこ専用喫煙室が 

第三十四条第二項及び第三項 喫煙専用室設置施設等 指定たばこ専用喫煙室設置施設等 

２ 指定たばこ専用喫煙室設置施設等（前項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。
以下この条及び次条第二項第四号において同じ。）の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするとき
は、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければな
らない。 
３ 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙
室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室
設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 
４ 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 
５ 第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
６ 第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定によ
る質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の過料に処する。 
（標識の使用制限に関する経過措置） 
第四条 何人も、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第二十七条第一項に規定する特定施設等（次条第二項にお
いて「特定施設等」という。）において新法第三十三条第二項に規定する喫煙専用室標識（以下この条において「喫煙専用室標識」という。）、新法第
三十三条第三項に規定する喫煙専用室設置施設等標識（以下この条において「喫煙専用室設置施設等標識」という。）、新法第三十五条第二項に規定す
る喫煙目的室標識（以下この条において「喫煙目的室標識」という。）、新法第三十五条第三項に規定する喫煙目的室設置施設標識（以下この条におい
て「喫煙目的室設置施設標識」という。）、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する喫煙可能室標識（以下この
条において「喫煙可能室標識」という。）、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項に規定する喫煙可能室設置施設標識
（以下この条において「喫煙可能室設置施設標識」という。）、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項に規定する指定たばこ専
用喫煙室標識（以下この条において「指定たばこ専用喫煙室標識」という。）若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項
に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識（以下この条において「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」という。）（以下この条において「喫
煙専用室標識等」と総称する。）又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。 
一 第二種施設等の管理権原者が新法第三十三条第二項の規定により喫煙専用室標識を掲示する場合又は同条第三項の規定により喫煙専用室設置施設
等標識を掲示する場合 
二 新法第二十八条第七号に規定する喫煙目的施設の管理権原者が新法第三十五条第二項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第三項
の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合 
三 附則第二条第二項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者が同条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により喫
煙可能室標識を掲示する場合又は附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により喫煙可能室設置施設標識を掲示す
る場合 
四 第二種施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第二項の規定により指定たばこ専用喫煙室標識を掲示する場
合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第三項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を掲示する場合 
２ 何人も、新法第三十七条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識
別を困難にする行為をしてはならない。 
一 新法第三十三条第四項に規定する喫煙専用室設置施設等の管理権原者が同条第六項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第七項の規
定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは同条第三項の規定に基づく命令に係る措置と
して喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合 
二 新法第三十五条第四項に規定する喫煙目的室設置施設の管理権原者が同条第九項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第十項の規定
により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は新法第三十六条第一項若しくは第二項の規定による勧告若しくは同条第四項の規定に基づく命令に
係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合 
三 喫煙可能室設置施設の管理権原者が附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により喫煙可能室標識を除去する
場合、附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により喫煙可能室設置施設標識を除去する場合又は附則第二条第一
項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは附則第二条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第三項
の規定に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識を除去する場合 
四 指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者が前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第六項の規定により指定たばこ専用喫煙
室標識を除去する場合、前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十三条第七項の規定により指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する
場合又は前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十四条第一項の規定による勧告若しくは前条第一項の規定により読み替えられた新法第三十
四条第三項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合 
３ 前二項の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。 
（特定施設等において現に業務に従事する者を使用する者の責務） 
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第五条 第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第四号に規定する特定施設において附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に業
務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない受動喫煙（第二条の規定による改正後の健康増進法第二十五条の四第三号に規定す
る受動喫煙をいう。）を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。 
２ 特定施設等（新法第二十八条第五号に規定する第一種施設を除く。）においてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業
務に従事する者の望まない受動喫煙を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。 
（罰則に関する経過措置） 
第六条 この法律（附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ
る。 
（政令への委任） 
第七条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定め
る。 
（検討） 
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要がある
と認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 
（地方自治法の一部改正） 
第九条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（登録免許税法の一部改正） 
第十条 登録免許税法（昭和四十二年法律第三十五号）の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（労働安全衛生法の一部改正） 
第十一条 労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
第十二条 労働安全衛生法の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正） 
第十三条 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法（平成十六年法律第百三十五号）の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
（消費者庁及び消費者委員会設置法の一部改正） 
第十四条 消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の一部を次のように改正する。 
〔次のよう略〕 
附 則〔令和元年六月七日法律第二六号抄〕 
（施行期日） 
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 第一条及び第三条の規定並びに附則第六条（別表第一健康増進法（平成十四年法律第百三号）の項の改正規定に限る。）及び第八条の規定 公布
の日から起算して三月を経過した日 
二 第十一条の規定及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日 
三・四 〔略〕 
（罰則に関する経過措置） 
第三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 
第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 
別表（第四十六条関係） 
 

一 遠心分離機 
二 純水製造装置 
三 超低温槽 
四 ホモジナイザー 
五 ガスクロマトグラ
フ 
六 原子吸光分光光度
計 
七 高速液体クロマト
グラフ 
八 乾熱滅菌器 
九 光学顕微鏡 
十 高圧滅菌器 
十一 ふ卵器 

次の各号のいずれかに該当すること。 
一 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）に基づく大学（短期大学を除く。）、
旧大学令（大正七年勅令第三百八十八号）に基づく大学又は旧専門学校令（明治三十
六年勅令第六十一号）に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産
学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒
業した後、一年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 
二 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）又
は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後
（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、三年以上理化学的
検査の業務に従事した経験を有する者であること。 
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 
四 学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）、旧大学令に基づく大学又は旧専門
学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸
化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上
細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。 
五 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）又
は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後
（同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、三年以上細菌学的
検査の業務に従事した経験を有する者であること。 
六 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。 

中欄の第一号から第三
号までのいずれかに該
当する者三名及び同欄
の第四号から第六号ま
でのいずれかに該当す
る者三名 
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６ 食育基本法 

食育基本法 
発令    ：平成17年6月17日号外法律第63号 
最終改正：平成27年9月11日号外法律第66号 
改正内容：平成27年9月11日号外法律第66号[平成28年4月1日] 
 
○食育基本法 

〔平成十七年六月十七日号外法律第六十三号〕 
〔総理・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・環境大臣署名〕 

食育基本法をここに公布する。 
食育基本法 

目次 
前文 
第一章 総則（第一条―第十五条） 
第二章 食育推進基本計画等（第十六条―第十八条） 
第三章 基本的施策（第十九条―第二十五条） 
第四章 食育推進会議等（第二十六条―第三十三条） 
附則 
二十一世紀における我が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に向かって羽ばたくことができるようにする

とともに、すべての国民が心身の健康を確保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。 
子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身に付けていくためには、何よりも「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での

基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習
得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てる食育を推進することが求められている。もとより、食育はあらゆる世代の国民に必要なもの
であるが、子どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐ
くんでいく基礎となるものである。 

一方、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送る中で、人々は、毎日の「食」の大切さを忘れがちである。国民の食生活におい
ては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩（そう）身志向などの問題に加え、新たな「食」の安全上の問題や、「食」の
海外への依存の問題が生じており、「食」に関する情報が社会に氾（はん）濫する中で、人々は、食生活の改善の面からも、「食」の安全の確保の面
からも、自ら「食」のあり方を学ぶことが求められている。また、豊かな緑と水に恵まれた自然の下で先人からはぐくまれてきた、地域の多様性と豊
かな味覚や文化の香りあふれる日本の「食」が失われる危機にある。 

こうした「食」をめぐる環境の変化の中で、国民の「食」に関する考え方を育て、健全な食生活を実現することが求められるとともに、都市と農
山漁村の共生・対流を進め、「食」に関する消費者と生産者との信頼関係を構築して、地域社会の活性化、豊かな食文化の継承及び発展、環境と調和
のとれた食料の生産及び消費の推進並びに食料自給率の向上に寄与することが期待されている。 

国民一人一人が「食」について改めて意識を高め、自然の恩恵や「食」に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、「食」に関し
て信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能力を身に付けることによって、心身の健康を増進する健全な食生活を実践するために、今こそ、家庭、
学校、保育所、地域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組んでいくことが、我々に課せられている課題である。さらに、食育の推進に関
する我が国の取組が、海外との交流等を通じて食育に関して国際的に貢献することにつながることも期待される。 

ここに、食育について、基本理念を明らかにしてその方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育の推進に関する取組を総合的かつ計画的に
推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則 
（目的） 

第一条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむため
の食育を推進することが緊要な課題となっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにする
とともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわた
る健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 
（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成） 

第二条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現することにより、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に
資することを旨として、行われなければならない。 
（食に関する感謝の念と理解） 

第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、食に関わる人々の様々な活動に支えられていることに
ついて、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなければならない。 
（食育推進運動の展開） 

第四条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体
の参加と協力を得るものとするとともに、その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。 
（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割） 

第五条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有していることを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行
う者にあっては、教育、保育等における食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むこととなるよう、行わ
れなければならない。 
（食に関する体験活動と食育推進活動の実践） 

第六条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関
する様々な体験活動を行うとともに、自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨として、行われなけ
ればならない。 
（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向上への貢献） 

第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の
食料の需要及び供給の状況についての国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁村の活性化と我
が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。 
（食品の安全性の確保等における食育の役割） 

第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎であることにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関
する幅広い情報の提供及びこれについての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを旨として、国際
的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。 
（国の責務） 

第九条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ
計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 
（地方公共団体の責務） 
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第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策
を策定し、及び実施する責務を有する。 
（教育関係者等及び農林漁業者等の責務） 

第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係
機関及び関係団体（以下「教育関係者等」という。）は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念にのっと
り、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよ
う努めるものとする。 

２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増
進する上で重要な意義を有することにかんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自然の恩恵と食に
関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるとともに、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよ
う努めるものとする。 
（食品関連事業者等の責務） 

第十二条 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体（以下「食品関連事業者等」という。）は、基本理念に
のっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に関する施策
その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。 
（国民の責務） 

第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら
努めるとともに、食育の推進に寄与するよう努めるものとする。 
（法制上の措置等） 

第十四条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 
（年次報告） 

第十五条 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出しなければならない。 
第二章 食育推進基本計画等 

（食育推進基本計画） 
第十六条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食育推進基本計画を作成するものとする。 
２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 
二 食育の推進の目標に関する事項 
三 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項 
四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 

３ 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを農林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知
するとともに、その要旨を公表しなければならない。 

４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。 
（都道府県食育推進計画） 

第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の推進に関する施策についての計画（以下「都道府県食
育推進計画」という。）を作成するよう努めなければならない。 

２ 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会議）は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更し
たときは、速やかに、その要旨を公表しなければならない。 
（市町村食育推進計画） 

第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本とし
て、当該市町村の区域内における食育の推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう努めなければ
ならない。 

２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、
速やかに、その要旨を公表しなければならない。 

第三章 基本的施策 
（家庭における食育の推進） 

第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加
する料理教室その他の食事についての望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切な栄養管理に関
する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじめとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭
における食育の推進を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 
（学校、保育所等における食育の推進） 

第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の
実現及び健全な心身の成長が図られるよう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導にふさわしい教職
員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割についての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育
所等又は地域の特色を生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、食品廃棄物の再生利用等様々な
体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩（そう）身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な
施策を講ずるものとする。 
（地域における食生活の改善のための取組の推進） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進
するため、健全な食生活に関する指針の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資質の向上並びに
その活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充
実、食品関連事業者等が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。 
（食育推進運動の展開） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等その他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活
の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊密な連携協力を
図りながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普
及啓発を図るための行事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他必要な施策を講ずるものとす
る。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わるボランティアが果たして
いる役割の重要性にかんがみ、これらのボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講ずるものとす
る。 
（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食
料資源の有効な利用の促進及び国民の食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資するため、農林水
産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内におけ
る消費の促進、創意工夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。 
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（食文化の継承のための活動への支援等） 
第二十四条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推

進するため、これらに関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 
（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、
食料の生産、流通及び消費並びに食品廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種の情報の収集、
整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提供するために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究
者等の国際的交流、食育の推進に関する活動についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 

第四章 食育推進会議等 
（食育推進会議の設置及び所掌事務） 

第二十六条 農林水産省に、食育推進会議を置く。 
２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 
二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推進に関する施策の実施を推進すること。 
（組織） 

第二十七条 食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。 
（会長） 

第二十八条 会長は、農林水産大臣をもって充てる。 
２ 会長は、会務を総理する。 
３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

（委員） 
第二十九条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が指定する者 
二 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者 

２ 前項第二号の委員は、非常勤とする。 
（委員の任期） 

第三十条 前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
２ 前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。 

（政令への委任） 
第三十一条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

（都道府県食育推進会議） 
第三十二条 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定める

ところにより、都道府県食育推進会議を置くことができる。 
２ 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

（市町村食育推進会議） 
第三十三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところ

により、市町村食育推進会議を置くことができる。 
２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 

附 則 
（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
〔平成一七年七月政令二三五号により、平成一七・七・一五から施行〕 

（内閣府設置法の一部改正） 
第二条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 
附 則〔平成二一年六月五日法律第四九号抄〕 

（施行期日） 
第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の施行の日〔平成二一年九月一日〕から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二七年九月一一日法律第六六号抄〕 
（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 
一 附則第七条の規定 公布の日 
二 〔略〕 
（食育基本法の一部改正に伴う経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に第二十五条の規定による改正前の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれている食育推進会議は、第二十五
条の規定による改正後の食育基本法第二十六条第一項の規定により置かれる食育推進会議となり、同一性をもって存続するものとする。 
（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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７ 健康づくりに関するアンケート調査 

（１） ２０歳以上の調査票 
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（２） 中学２年生調査票  
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 （３） 小学生保護者調査票 
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 （４） 幼児保護者調査票 
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令和３年３月 

  〒350-0416 

    埼玉県入間郡越生町大字越生917番地 

    越生町役場 健康福祉課 保健予防担当 

       TEL：049-292-5505（直通） 

       FAX：049-292-5623 

E-mail:hokencenter@town.ogose.saitama.jp  

 


